
一　

は
じ
め
に

飯
綱
町
大
字
普
光
寺
の
普
光
寺
（
浄
土
宗
）
に
「
小
豆
焼
覚
帳
」
が
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
り
、飯
綱
郷
土
史
研
究
会
誌
『
い
づ
な
』
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
小

栁
二
〇
一
七
）。
そ
の
後
、普
光
寺
の
阿
弥
陀
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
寺
坂
中
組
の
「
永

代
道
祖
神
控
帳
」
に
つ
い
て
も
概
要
を
『
い
づ
な
』
に
紹
介
し
た
（
小
栁
二
〇
一
八
ａ
・

ｂ
）
が
中
途
で
休
載
し
て
し
ま
っ
た
。

近
年
『
高
岡
の
小
豆
焼
き
行
事
』
が
刊
行
さ
れ
、
小
豆
焼
占
い
（
以
下
、
小
豆
焼
と

記
述
）
の
分
布
が
示
さ
れ
、
善
光
寺
平
の
千
曲
川
沿
い
に
広
が
る
状
況
な
ど
を
紹
介
し

て
い
る
。
同
書
に
は
当
町
の
事
例
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、『
三
水
村
誌
』
の
記
述
を

引
用
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
（
１
）。

ま
た
、
昨
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た
「
食
育
推
進
体
験
講
座
」
で
の
小
豆
焼
体
験
の
様

子
が
、
飯
綱
町
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
い
い
い
い
い
い
づ
な
」
に
紹
介
さ
れ
（
２
）、
本
年
一

月
四
日
に
は
信
越
放
送
（
Ｓ
Ｂ
Ｃ
）
の
「
ず
く
だ
せ
テ
レ
ビ
」
で
町
内
の
家
庭
で
行
わ

れ
た
小
豆
焼
が
中
継
さ
れ
る
な
ど
、
関
心
の
高
ま
り
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
、
町

内
で
記
録
さ
れ
た
小
豆
焼
の
様
子
を
中
心
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

二　

飯
綱
町
の
小
豆
焼

（
一
）
小
豆
焼
を
実
施
し
て
い
た
地
域

現
在
、
町
内
で
小
豆
焼
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
か
つ
て
は
か
な
り
広

い
範
囲
で
実
施
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
三
水
村
誌
』
に
は
、「
民
俗
資
料
」
の
項
に
「
小
豆
焼　

普
光
寺
（
全
域
）」
と
記

さ
れ
て
い
る
（
３
）
が
、
筆
者
が
聞
き
取
り
や
文
献
か
ら
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
は
芋
川
中

峰
、
倉
井
大
原
、
倉
井
松
ノ
木
、
上
赤
塩
（
一
組
）
で
も
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
。

牟
礼
地
区
で
も
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
。『
中
郷
村
史
』
に
は
「
旧
年
中
行
事
」

の
項
に
、「（
一
月
）
十
五
日
小
豆
焼
」
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
４
）。
明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
）
十
二
月
編
の
「
髙
岡
村
誌
」
も
「
迷
信
ノ
種
類
」
の
項
に
、「
一
般
人
ハ

迷
信
ノ
念
甚
ダ
薄
キ
方
ナ
リ
然
ル
ニ
小
豆
焼
、
初
午
ト
菖
蒲
屋
根
、
風
切
鎌
、
七
夕
ノ

油
落
等
ノ
迷
信
ハ
小
部
分
ノ
人
ニ
行
ハ
レ
ツ
ゝ
ア
リ
」（
５
）
と
記
し
て
い
る
。

中
郷
・
高
岡
両
村
の
中
で
も
、
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
小
豆
焼
の
実
際

『
中
郷
村
史
』
の
記
述
は
「（
一
月
）
十
五
日
小
豆
焼　

少
量
の
小
豆
を
布
に
入
れ
て

道
陸
神
の
火
に
溶
（
マ
マ
）り

若
い
男
か
女
が
心
身
を
清
め
主
任
と
な
っ
て
道
陸
神
の
火
を
点
火

し
た
若
木
を
燃
し
カ
ワ
ラ
ケ
を
熱
し
そ
の
中
へ
小
豆
三
粒
入
、
豊
作
、
運
勢
、
縁
口
等

を
問
う
（
良
は
廻
る
、
悪
は
廻
ら
ぬ
）」
と
あ
る
。

『
三
水
村
誌
』
に
は
、
か
つ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
小
豆
焼
の
様
子
が
二
か
所
記
述
さ

れ
て
い
る
。
最
初
は
、
初
代
三
水
尋
常
高
等
小
学
校
長
宮
崎
延
次
郎
氏
が
明
治
三
十
九

年（
一
九
〇
六
）に
ま
と
め
た
記
録
を
引
用
し
た「
年
中
行
事
資
料
」の
部
分
で
あ
る（
６
）。

「
小
豆
焼
と
て
年
々
順
番
を
定
め
置
き
、
其
当
番
に
あ
た
り
た
る
家
に
て
は
正
月

飯
綱
町
の
小
豆
焼
占
い�
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十
四
日
の
晩
、
女
の
人
の
小
豆
を
洗
ひ
て
し
か
け
る
際
、
し
か
け
る
人
の
両
マ
タ
下
よ

り
手
を
伸
ば
し
て
、
其
人
の
知
ら
ざ
る
様
に
手
早
く
若
者
が
小
豆
五
勺
位
掴
み
取
り
窃

み
、
之
を
紙
に
包
み
置
き
、
之
を
道
六
神
焼
の
際
持
参
し
て
其
烟
に
遇
は
せ
て
持
ち
帰

り
、
愈
々
組
内
若
衆
達
打
揃
ふ
に
至
れ
ば
之
を
取
り
出
し
、
二
粒
宛
を
焼
け
た
る
鉄
皿

の
中
に
入
れ
、
月
々
の
風
雨
晴
曇
及
び
農
作
物
の
豊
凶
、
養
蚕
の
当
否
等
を
卜
す
。
其

吉
否
を
判
定
す
る
に
は
、小
豆
の
煎
れ
て
飛
び
廻
は
る
を
以
て
大
吉
と
な
す
も
の
な
り
。

こ
の
間
酒
肴
に
て
人
々
大
い
に
興
ず
る
な
り
。」

こ
の
宮
崎
氏
の
調
査
は
、
小
豆
焼
の
様
子
が
わ
か
る
県
内
で
最
も
古
い
記
録
と
思
わ

れ
る
。

も
う
一
か
所
は
「
民
俗
資
料
」
の
項
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
小
豆
焼
（
普
光
寺　

全
域
）」

「
一
月
十
五
日
に
ど
ん
ど
焼
（
道
六
神
）
と
い
う
行
事
が
あ
る
。（
中
略
）

大
人
の
役
員
衆
は
当
番
制
に
な
っ
て
お
り
、
戸
隠
神
社
へ
小
豆
を
持
っ
て
参
詣
し
て

五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
た
小
豆
を
布
袋
に
入
れ
、
棒
の
先
へ
つ
け
て
ど
ん
ど
ん
焼
の
火
で

乾
燥
さ
せ
て
（
あ
る
い
は
豊
作
を
祈
願
す
る
か
？
）
当
番
の
宿
の
「
イ
ロ
リ
」
へ
焼
な

べ
（
カ
ワ
ラ
ケ
皿
直
径
一
〇
㎝
ぐ
ら
い
）
を
入
れ
て
、
そ
の
時
の
燃
料
は
火
勢
を
つ
け

る
た
め
生
の
木
が
よ
い
ら
し
く
、
家
中
煙
だ
ら
け
に
し
て
、
目
を
ち
く
ち
く
さ
せ
我
慢

を
し
て
見
て
い
る
。
ま
ず
主
要
農
産
物
の
米
作
、
麦
作
、
蚕
等
の
で
き
と
か
相
場
を
占

う
の
で
あ
る
。
小
豆
粒
を
二
つ
を
五
〇
㎝
ほ
ど
の
「
キ
セ
ル
」
に
詰
め
こ
み
、
焼
な
べ

に
入
れ
る
と
数
秒
の
う
ち
に
動
き
出
す
。
勢
い
余
っ
て
外
へ
飛
び
す
こ
と
も
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
大
吉
で
あ
る
。
中
に
は
静
止
し
て
い
て
炭
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。
こ

れ
は
大
凶
で
あ
る
。
動
き
に
よ
り
判
断
し
て
帳
面
に
詳
細
を
書
き
入
れ
る
。
こ
れ
は
農

作
物
の
で
き
と
か
施
肥
の
加
減
と
か
相
場
と
か
で
、あ
と
は
戸
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
運
勢
・

縁
談
・
出
生
・
性
別
と
か
、
余
興
半
分
の
占
い
で
あ
ろ
う
。
小
豆
焼
は
だ
い
た
い
十
一

時
半
頃
ま
で
か
か
り
、
そ
の
あ
い
だ
酒
を
飲
む
者
、
み
か
ん
を
喰
べ
る
者
い
ろ
い
ろ
で
、

引
き
続
い
て
花
札
・
本
び
き
・
カ
ル
タ
・
双
六
な
ど
を
し
て
夜
を
徹
し
て
遊
ぶ
の
で
あ

る
。
今
は
「
イ
ロ
リ
」
も
な
く
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
休
止
の
状
態
で
あ
る
。
始
め
た
の

は
江
戸
中
期
ら
し
い
。」

村
誌
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
で
あ
る
の
で
、
執
筆
者
は

自
身
の
体
験
あ
る
い
は
体
験
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
戸
隠

神
社
へ
小
豆
を
持
っ
て
参
詣
」
す
る
例
は
、
他
に
見
聞
し
た
こ
と
が
な
い
。
ど
の
集
落

（
組
）
で
行
わ
れ
た
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、町
内
（
三
水
地
区
）
の
小
豆
焼
の
様
子
を
記
し
た
も
の
が
四
件
あ
る
。

実
際
に
体
験
さ
れ
た
世
代
の
方
が
残
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
の
で
紹
介
し
て
お
く
。

〇　

上
赤
塩

宇
都
宮
貞
子
氏
は
著
書
『
草
木
の
話　

秋
・
冬
』
の
中
で
、
上
赤
塩
の
大
川
栄
一
氏

か
ら
聞
き
取
っ
た
小
豆
焼
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
（
７
）。

「
三
水
の
大
川
家
で
聞
い
た
話
で
あ
る
。（
中
略
）
正
月
十
五
日
の
ド
ン
ド
ヤ
キ
に
餅

焼
い
て
食
っ
た
あ
と
、
ア
ズ
キ
ヤ
キ
せ
う
占
い
を
し
た
。
カ
ア
ラ
ケ
（
か
わ
ら
け
）
せ

う
金
の
皿
、
直
径
は
十
五
セ
ン
チ
く
ら
い
な
の
を
ド
ン
ド
の
火
で
焼
い
と
い
て
、
小
豆

を
一
粒
ず
つ
入
れ
る
。
小
豆
は
パ
チ
パ
チ
ツ
せ
っ
て
廻
っ
て
歩
く
。
こ
の
粒
は
豆
、
稲

と
き
め
て
お
い
て
入
れ
る
が
、
ク
ル
ク
ル
と
よ
く
廻
っ
た
り
跳
ね
た
り
す
る
の
は
豊
作

だ
。
廻
り
具
合
に
よ
っ
て
、
何
の
出
来
は
何
分
、
と
占
っ
た
。
カ
ア
ラ
ケ
が
よ
く
焼
け

て
い
て
、
小
豆
が
よ
く
み
い
っ
て
い
る
と
よ
く
廻
る
。
回
ら
ね
で
黒
く
焦
げ
る
と
凶
作

な
ん
せ
っ
た
」

飯
綱
郷
土
史
研
究
会
の
『
十
五
周
年
記
念
誌
』
に
は
、
小
豆
焼
の
記
録
が
二
編
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

〇　

普
光
寺
（
久
保
組
）

普
光
寺
（
久
保
組
）
の
宮
原
松
夫
氏
の
「
道
祖
神
の
思
い
出
」
か
ら
紹
介
し
よ
う
。

「
毎
年
正
月
「
ど
ん
ど
ん
焼
」
の
行
事
が
今
で
も
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。（
中
略
）

幼
な
き
頃
、
私
の
組
で
は
毎
年
一
月
十
四
日
（
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
と
思
う
）
建
立

物
造
り
終
っ
て
各
家
で
若
木
の
小
枝
に
小
判
、
モ
ー
メ
ン
玉
（
米
の
粉
で
マ
ユ
玉
野
菜
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等
を
手
造
る
）
を
飾
り
付
け
一
升
升

（
マ
マ
）に
米
を
入
れ
、
道
祖
神
（
男
女
、
剣
）
を
木
造
り

紙
衣
装
で
仕
立
て
て
祭
り
、
そ
の
下
で
各
家
で
前
夜
祭
を
。
翌
十
五
日
に
こ
の
道
祖
神

は
組
内
道
路
の
道
角
に
祭
っ
た
り
、
或
は
ど
ん
ど
ん
焼
の
さ
中
に
祭
っ
た
り
し
た
。

こ
の
夕
に
は
組
中
の
皆
が
集
り
ど
ん
ど
ん
焼
が
ば
あ
さ
ん
柱
か
ら
、
じ
い
さ
ん
柱
へ

と
威
勢
よ
く
行
わ
れ
。
終
っ
て
組
長
さ
ん
の
下
焼
け
残
っ
た
神
木
を
、
そ
の
年
の
当
番

宅
に
運
び
、
男
は
即
刻
小
割
槙
木
に
し
、
女
は
大
鍋
に
て
豆
腐
汁
を
当
番
宅
の
囲
炉
裏

に
か
け
若
木
神
木
の
強
い
炭
火
で
「
小
豆
焼
」
の
行
事
が
夜
通
し
行
な
わ
れ
た
。
小
豆

は
ど
ん
ど
ん
焼
の
焔
で
あ
ぶ
り
清
め
ら
れ
た
小
豆
で
、
炭
火
で
真
赤
に
焼
け
た
カ
ー
ラ

ケ
（
鉄
製
の
皿
）
に
、
二
粒
を
入
れ
炉
端
の
大
勢
の
見
守
る
中
、
長
老
の
人
が
、
一
声

大
き
く
「
良
シ
ク
ワ
回
し
、
悪
シ
ク
ハ
回
ル
ナ
」。
の
呪
文
で
そ
の
動
く
状
態
で
「
良

の
上
。
良
の
中
。
良
の
下
。
中
の
上
。
中
の
下
…
…
」
で
記
録
さ
れ
て
ゆ
く
（
こ
の
記

録
帖
は
代
々
組
長
さ
ん
か
ら
組
長
さ
ん
に
引
継
れ
た
）ま
た
、小
豆
焼
の
順
番
が
決
ま
っ

て
い
た
。
一
番
、
世
の
中
。
二
番
、
一
月
、
二
月
（
以
下
月
毎
の
気
候
）。
三
番
、
親
作
。

以
下
稲
早
生
、
中
生
、
晩
生
、
こ
の
地
に
作
る
総
べ
て
の
作
物
の
作
柄
を
占
い
。
こ
の

年
の
天
下
泰
平
、家
内
安
穏
、五
穀
豊
穣
祈
願
の
祭
り
で
あ
る
。
終
り
に
は
個
毎
で
、「
今

年
は
〇
〇
さ
ん
の
お
嫁
さ
ん
は
…
」
等
と
か
。
各
自
の
願
い
事
を
賭
け
組
中
皆
ん
な
が

大
爆
笑
続
き
の
一
夜
。
今
懐
し
い
思
い
出
の
一
駒
で
あ
る
。

そ
し
て
今
、
時
代
を
背
負
う
子
供
達
に
、
地
域
に
生
き
残
る
大
ら
か
に
し
て
心
に
触

れ
合
う
思
い
出
を
残
し
て
上
げ
た
い
。」（
８
）

（
宮
原
氏
の
属
す
る
久
保
組
は
、
隣
接
す
る
橋
場
組
と
一
緒
に
ど
ん
ど
ん
焼
を
実
施

し
て
い
る
。
文
中
の
記
録
帖
は
「
萬
年
記
憶
帳
」
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
）。

〇　

普
光
寺
（
寺
坂
中
組
）

も
う
一
編
は
、
久
遠
義
正
氏
の
「
左
義
長
と
道
陸
神
」
で
あ
る
（
９
）。「
寺
坂
中
組
永

代
道
祖
神
控
帳
」
の
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
の
記
録
と
小
豆
焼
の
様
子
、
中
止

さ
れ
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
小
豆
焼
に
つ
い
て
は
「
囲
炉
裏
に
生
木
枯
木
を
半
々
く

ら
い
に
燃
や
し
、
そ
の
上
へ
「
カ
ワ
ラ
ケ
皿
」
を
置
き
熱
く
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
長
い

煙
管
の
先
へ
小
豆
粒
二
個
を
入
れ
て
そ
れ
を
皿
へ
入
れ
て
、
小
豆
の
動
き
方
を
見
て
運

勢
を
占
う
こ
と
。
小
豆
粒
が
活
発
に
動
く
程
良
い
と
さ
れ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

（
久
遠
氏
の
実
家
は
「
寺
坂
中
組
」
に
あ
り
、
実
際
に
体
験
さ
れ
た
世
代
で
あ
る
）

〇　

倉
井
大
原

さ
ら
に
倉
井
大
原
の
高
野
誠
氏
も
飯
綱
郷
土
史
研
究
会
の
会
誌
『
い
づ
な
』
に
、「
私

達
の
幼
い
頃
の
正
月
行
事
」
と
題
し
小
豆
焼
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

「
一
月
十
四
、十
五
日
は
道
陸
神
（
ど
う
ろ
く
神
）
の
あ
そ
び
日
で
あ
っ
た
。（
中
略
）

こ
れ
（
ど
ん
ど
焼
）
が
済
む
と
男
衆
は
当
番
の
家
に
集
ま
り
、
小
豆
焼
き
と
い
う
事

が
行
わ
れ
た
。

年
配
の
者
は
座
敷
の
炬
燵
に
、
若
者
は
囲
炉
裏
に
集
ま
り
、
自
在
鉤
に
大
き
な
鍋
を

ぶ
ら
下
げ
こ
れ
で
豆
腐
が
煮
ら
れ
る
。
こ
の
豆
腐
を
煮
る
火
で
鉄
の
小
皿（
か
わ
ら
け
）

を
焼
き
、こ
れ
に
小
豆
三
粒
宛
て
入
れ
こ
の
動
き
に
よ
っ
て
、よ
く
動
く
と
「
上
ノ
上
」、

全
く
動
か
な
い
と
「
下
ノ
下
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
判
定
に
よ
り
当
年
の
気
候
、農
作
物
、

相
場
、
養
蚕
な
ど
の
豊
凶
を
占
っ
た
。

こ
れ
を
座
敷
の
年
輩
の
方
が
記
帳
さ
れ
た
。
こ
の
時
に
使
用
す
る
薪
や
小
豆
は
道
陸

神
の
火
で
炙
っ
た
も
の
を
使
用
す
る
。
こ
れ
が
済
む
と
前
記
の
豆
腐
を
肴
に
御
神
酒
が

出
る
。
酒
は
一
升
と
決
め
ら
れ
て
い
た
。
豆
腐
は
各
戸
一
丁
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昔
の

豆
腐
は
大
き
く
、
一
人
で
は
食
べ
き
れ
な
い
の
で
子
供
た
ち
に
も
た
く
さ
ん
食
べ
さ
せ

て
く
れ
た
。
こ
の
後
、
年
輩
の
人
達
は
帰
る
。
若
者
や
子
供
た
ち
は
花
合
わ
せ
、
か
る

た
取
り
、
す
ご
ろ
く
な
ど
夜
の
更
け
る
ま
で
楽
し
ん
だ
（
後
略
）」（

10
）

こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
記
録
で
小
豆
焼
の
概
要
を
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
正
月

十
五
日
の
夜
、ど
ん
ど
焼
（
道
六
神
焼
、ど
ん
ど
焼
（
道
六
神
）、ど
ん
ど
ん
焼
）
を
行
っ

た
後
、
当
番
の
家
に
集
ま
り
、
い
ろ
り
に
置
い
た
鉄
皿
（
カ
ワ
ラ
ケ
）
に
小
豆
を
二
粒

（
三
粒
）
入
れ
、
そ
の
周
り
方
を
み
て
、
月
ご
と
の
天
候
や
農
作
物
の
良
し
あ
し
を
占
っ

た
の
で
あ
る
。
小
豆
を
ど
ん
ど
焼
の
煙
で
あ
ぶ
っ
た
り
、
燃
え
残
り
の
木
（
神
木
）
を

囲
炉
裏
で
燃
や
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
ど
ん
ど
焼
と
一
連
の
行
事
で
あ
る
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こ
と
が
伺
え
る
。

（
三
）
年
占
と
小
豆
焼

以
上
紹
介
し
て
き
た
小
豆
焼
の
中
身
は
年
の
初
め
の
占
い
（
年
占
）
神
事
と
重
な
る
。

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
「
年
占
（
と
し
う
ら
）」
の
項
に
は
（
11
）、

「
一
年
の
吉
凶
を
占
う
こ
と
。
作
物
の
作
柄
を
占
う
も
の
と
、
そ
の
作
柄
と
密
接
な

関
連
を
も
つ
天
候
を
占
う
も
の
と
が
あ
る
。
年
占
の
年
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
米
を

意
味
し
て
お
り
、
結
局
は
米
の
出
来
不
出
来
を
占
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
年

占
の
時
期
は
、
年
の
は
じ
め
の
小
正
月
が
多
く
、
ほ
か
に
節
分
・
盆
な
ど
に
も
見
ら
れ

る
。
方
法
は
豆
を
年
の
数
だ
け
並
べ
て
、
そ
の
焼
け
具
合
に
よ
っ
て
、
白
く
灰
に
な
る

の
は
晴
れ
、黒
く
焦
げ
れ
ば
雨
と
い
う
よ
う
に
天
候
を
占
う
豆
占
。
粥
を
煮
る
と
き
に
、

十
二
本
の
竹
の
筒
を
入
れ
て
、
そ
れ
に
米
粒
の
入
る
量
に
よ
っ
て
出
来
具
合
を
判
断
し

た
り
、
あ
る
い
は
棒
を
粥
の
中
に
入
れ
、
付
着
し
た
粥
の
数
で
判
断
す
る
粥
占
い
が
あ

る
。
現
在
は
粥
占
神
事
・
筒
粥
神
事
と
し
て
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、

以
前
は
ム
ラ
や
家
で
行
わ
れ
て
い
た
（
後
略
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
豆
焼
は
年
占

の
中
の
、
豆
占
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
小
豆
焼
は
正
月
の
道
祖
神
（
ど
ん
ど
焼
）

行
事
に
と
も
な
っ
て
実
施
さ
れ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

県
内
の
年
占
で
は
、
戸
隠
神
社
の
「
種
兆
」
や
諏
訪
大
社
の
筒
粥
神
事
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。「
種
兆
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
占
わ
れ
る
の
か
秘
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年

（
令
和
三
年
）
も
講
員
に
「
種
兆
」
が
配
布
さ
れ
て
い
る
。
占
っ
た
項
目
は
、稲
（
ワ
セ
、

中
テ
、
オ
ク
）、
蚕
（
春
、
夏
、
秋
）、
桑
、
オ
ソ
霜
、
大
麦
、
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
、

雑
穀
、
野
菜
、
果
実
、
綿
の
十
六
項
目
と
、
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
月
ご
と
の
天
候

で
あ
る
。
諏
訪
大
社
の
筒
粥
神
事
は
、鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

占
い
は
「
鉄
釜
に
水
二
升
を
張
り
、
中
に
白
米
五
合
、
小
豆
二
合
と
、
長
さ
約
十
五
㌢
、

太
さ
一
㌢
く
ら
い
の
葦
の
筒
四
十
四
本
を
麻
紐
で
簀す
の
こ子

状
に
編
ん
で
一
束
に
ま
い
た
の

を
入
れ
」
て
炊
き
上
げ
、
翌
朝
葦
の
筒
の
中
の
小
豆
粥
の
入
り
具
合
に
よ
っ
て
判
断
す

る
と
い
う
（
12
）。
今
年
の
「
諏
訪
大
社
筒
粥
目
録
」
に
は
、「
鶯
菜
、早
生
大
根
、夏
大
根
、

大
麦
、
馬
鈴
薯
、
桑
、
春
蚕
、
早
生
小
麦
、
小
麦
、
豌
豆
、
隠
元
豆
、
大
角
豆
、
茄
子
、

瓜
類
、
麻
、
唐
黍
、
夕
顔
、
唐
辛
子
、
夏
蚕
、
秋
蚕
、
柿
、
里
芋
、
林
檎
、
花
梨
、
梨
、

早
生
稲
、
中
手
、
餅
、
陸
稲
、
煙
草
、
粟
、
稗
、
黍
、
大
豆
、
小
豆
、
秋
大
根
、
人
参
、

牛
蒡
、
蕪
、
漬
菜
、
蕎
麦
、
晩
稲
、
長
芋
、
世
の
中
」
の
四
四
項
目
の
結
果
が
記
さ
れ

て
い
る
。

と
も
に
、
古
く
か
ら
伝
わ
る
年
占
で
あ
る
た
め
か
、
占
う
作
物
等
も
古
い
も
の
（
現

在
で
は
生
産
が
ご
く
わ
ず
か
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
）
が
残
っ
て
い
る
。

三　

普
光
寺
地
区
の
小
豆
焼
と
そ
の
記
録
帳

（
一
）
普
光
寺
地
区
の
小
豆
焼

現
在
大
字
普
光
寺
は
、
西
部
、
中
部
、
東
部
、
深
沢
の
四
組
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

道
祖
神
（
ど
ん
ど
焼
）
を
実
施
す
る
単
位
は
、さ
ら
に
小
さ
く
、西
部
組
で
四
か
所
（
一
・

二
番
組
、
三
・
四
番
組
、
五
番
組
、
六
・
七
・
八
番
組
）、
中
部
組
で
四
か
所
（
久
保
・
橋

場
組
、
宮
下
組
、
堰
下
組
、
原
組
）、
東
部
組
一
か
所
、
深
沢
組
一
か
所
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、か
つ
て
小
豆
焼
は
西
部
組
三
か
所
（
一
・
二
番
組
、三
・
四
番
組
、五
番
組
）、

中
部
組
四
か
所
（
久
保
・
橋
場
組
、
宮
下
組
、
堰
下
組
、
原
組
）、
東
部
組
三
か
所
（
旧

塩
ノ
入
組
、
旧
上
原
組
、
旧
舟
久
保
組
）
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
聞
き
取
っ
て
い
る
。

実
に
普
光
寺
地
区
の
十
か
所
で
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら

続
く
普
光
寺
の
集
落
で
は
、
ほ
と
ん
ど
で
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め
か
、
小
豆
焼
の
占
い
結
果
を
記
録
し
た
も
の
が
普
光
寺
地
区
に
三
点
残
っ

て
い
る
。
寺
坂
中
組
（
西
部
三
・
四
番
組
）
の
「
永
代
道
祖
神
控
帳
」、
久
保
・
橋
場
組

の
「
萬
年
記
憶
帳
」、
堰
下
組
の
「
小
豆
焼
覚
帳
」
で
あ
る
。

「
永
代
道
祖
神
控
帳
」
に
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
か
ら
昭
和
三
十
六
年

（
一
九
六
一
）
ま
で
、「
萬
年
記
憶
帳
」
に
は
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
か
ら
昭

和
三
十
六
年
ま
で
の
結
果
が
記
帳
さ
れ
て
い
る
。「
小
豆
焼
覚
帳
」
は
昭
和
二
十
四
年

（
一
九
四
九
）
の
記
録
で
あ
る
。
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現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
最
古
の
小
豆
焼
占
い
の
記
録
は
、
野
沢
温
泉
村
河
野
家
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
道
祖
神
小
豆
焼
帳
」
で
あ
る
（
13
）。

こ
れ
に
次
ぐ
の
が
「
永
代
道
祖
神
控
帳
」（
明
治
二
十
四
年
）、
次
い
で
豊
野
町
豊
野

田
中
組
の
記
録
（
明
治
二
十
七
年
）（

14
）、
さ
ら
に
久
保
・
橋
場
組
の
「
萬
年
記
憶
帳
」

（
明
治
三
十
七
年
）
が
続
く
。

農
作
物
の
変
遷
や
世
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
り
町
内
の
記
録
を

す
べ
て
紹
介
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
「
永
代
道
祖
神
控

帳
」
を
中
心
に
内
容
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

（
二
）
寺
坂
中
組　

永
代
道
祖
神
控
帳

（
１
）
寺
坂
中
組
（
西
部
三
・
四
番
組
）
の
概
要

寺
坂
中
組
は
、
飯
綱
町
役
場
の
鳥
居
川
対
岸
（
左
岸
・
北
側
）
段
丘
上
に
、
山
地
を

背
に
立
地
す
る
大
字
普
光
寺
の
集
落
で
、
現
在
は
普
光
寺
西
部
の
三
番
・
四
番
組
と
呼

ば
れ
て
い
る
。

寺
坂
は
、
字
前
林
に
普
光
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
時
代
の
名
残
で
、
本
来
は
小
範
囲

の
字
名
で
あ
る
が
普
光
寺
村
の
西
半
分
（
西
組
）
を
寺
坂
（
寺
坂
村
）
と
呼
称
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
伊
勢
の
御
師
荒
木
田
久
老
が
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
当
地
の
檀
那
回

り
を
し
た
際
の
記
録
に
も
「
六
月
廿
四
日
曇
、時
々
小
雨
降
る　

朝
食
後
普
光
寺
を
発
、

寺
坂
村
へ
行
、
酒
吸
も
の 

や
ま
め
、
平
き
、
に
し
め 

昼
め
し
壇
中
盃
事
済
、
寺
坂
村

を
発
、
牟
礼
に
至
る
…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
15
）。

現
在
二
二
戸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
組
内
に
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
阿
弥

陀
寺
が
あ
る
。
集
落
内
を
倉
井
、
普
光
寺
の
両
用
水
が
流
れ
、
背
後
の
山
地
中
腹
を
芋

川
用
水
が
流
れ
て
い
る
。
集
落
の
背
後
に
は
畑
や
果
樹
園
が
、
前
面
（
南
）
に
は
水
田

が
広
が
る
。
眼
下
に
矢
筒
山
や
牟
礼
の
集
落
、
目
を
転
じ
る
と
飯
縄
山
か
ら
四
阿
山
、

志
賀
に
至
る
山
並
み
も
眺
望
で
き
る
地
で
あ
る
。

（
２
）
道
祖
神
控
帳
作
成
の
動
機

「
永
代
道
祖
神
控
帳
」は
、普
光
寺
の
阿
弥
陀
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
記
録（
以

下
、控
帳
）
と
と
も
に
、小
豆
焼
に
使
用
さ
れ
た
「
か
わ
ら
け
」（
鉄
皿
）
も
確
認
し
た
。

控
帳
が
作
成
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
は

結
婚
・
婿
取
り　

長
男
の
出
産
な
ど
「
喜
悦
」
が
あ
っ
た
家
に
集
ま
っ
て
小
豆
焼
は
実

施
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
様
な
記
述
は
『
飯
山
史
』
に
も
み
ら
れ
る
。「
當
夜
市
街

ノ
初
ど
ん
ど
ノ
家
（
筆
者
注
：
男
子
（
長
男
）
出
生
ス
ル
カ
家
娘
ニ
婿
ヲ
迎
エ
タ
ル
家
）

ニ
在
テ
ハ
町
内
ノ
青
年
輩
ハ
其
家
ニ
相
會
シ
小
豆
焼
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
行
フ
ヲ
例
ト
ス
（
後

略
）」（

16
）
と
あ
る
。
古
い
習
慣
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
二
十
四
年
か
ら
組
内
を
順
番
に
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
順
番
を
確
認
し

た
り
経
費
（
参
加
者
で
等
分
）
の
記
録
を
し
た
り
す
る
た
め
の
記
録
簿
を
作
成
し
、
次

の
当
番
に
申
し
送
る
必
要
性
が
で
て
き
た
こ
と
が
、
控
帳
の
作
成
に
つ
な
が
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

（
３
）
控
帳
の
構
成

控
帳
の
記
載
内
容
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
段
は
宿
元
の
名
前
、
参
加

者
名
、
道
祖
神
づ
く
り
と
直
会
に
要
し
た
経
費
の
明
細
、
一
人
当
た
り
の
負
担
額
を
記

し
て
い
る
。
昭
和
の
初
め
ま
で
は
、
参
加
者
（
家
の
並
び
な
ど
か
ら
お
よ
そ
の
順
番
が

あ
る
よ
う
）
名
簿
の
上
に
〇
や
「　

印
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
経
費
（
会
費
）
の

領
収
を
意
味
し
た
印
と
思
わ
れ
る
。

写真１　永代道祖神控帳　表紙
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後
段
は
小
豆
焼
の
結
果
を
記
帳
し
た
部
分
に
な
る
。
小
豆
焼
で
は
、
世
の
中
か
ら
始

ま
る
月
毎
の
天
候
と
農
作
物
の
出
来
を
占
い
、
結
果
を
記
帳
し
て
い
る
。

実
際
に
ど
の
よ
う
に
記
帳
さ
れ
て
い
る
か
、明
治
二
十
四
年
の
記
録
を
み
て
み
よ
う
。

（
表
紙
）　

明
治
貮
拾
四
年
壱
月
吉
日

　
　
　
　

永
代
道
祖
神
控
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
坂
中
組　
　

」

我
組
ハ
古
来
佐
儀
長

ノ
宿
ヲ
其
年
内
ニ
嫁
聟
取
ノ
祝

或
ハ
初
男
子
出
産
等
ノ

喜
悦
ア
ル
家
ヲ
以
テ
連
々
習

慣
ト
シ
テ
行
ヒ
来
ル
モ
年
ニ
依
リ

間
々
右
等
ノ
喜
悦
等

無
之
年
モ
有
リ
タ
ル
ニ
際
シ

甚
タ
不
都
ノ
儀
ト
察
シ

タ
ル
ニ
依
リ
更
ニ
本
年
ヨ
リ
全

組
中
協
議
ノ
上
順
次
年

番
ト
決
定
シ
当
初
宿
ヲ
小

栁
庄
作
方
ト
シ
連
年

□
行
ヒ
候
事

　
　
　

中
組
中　
　
　
　
　
　
　

」

道
陸マ
マ

神
造
呑
割

壱
人
割
二
銭
五
厘
ツ
ゝ

　
　
　

小
栁
作
左
衛
門

　
　
　

松
本
音
次

　
　
　

清
水
桂
次

　
　
　

清
水
官
左
衛
門

　
　
　

小
栁
助
吉

　
　
　

池
田
冨
作

　
　
　

清
水
源
五
郎

　
　
　

池
田
儀
兵
衛

　
　
　

池
田
繁
作

　
　
　

清
水
長
太
夫

　
　
　

清
水
治
郎
兵
衛

　
　
　

服
田
定
左
衛
門

　
　
　

服
田
福
松

　
　
　

小
栁
金
造　
　
　
　

」

　
　
　

小
栁
徳
造

　
　
　

小
栁
庄
作

　
　
　

服
田
角
左
衛
門　
　

」

菜
種　
　
　
　

下

大
麦　
　
　
　

中

エ
ン
ド　
　
　

上
々

小
麦　
　
　
　

上
々

稗　
　
　
　
　

下

粟　
　
　
　
　

中

黍　
　
　
　
　

上
々

大
豆　
　
　
　

中

小
豆　
　
　
　

中

蕎
麦　
　
　
　

下

大
根　
　
　
　

中

オ
チ
ヨ
糯　
　

中

エ
ド
早
稲　
　

中

写真２　明治 24年の記載部分
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コ
ボ
レ　
　
　

上
々

官
左
衛
門
稲　

上
々

女
大
黒　
　
　

中

苗　
　
　
　
　

上
々

蚕　
　
　
　
　

上
々

桑　
　
　
　
　

下

干
菜　
　
　
　

下　
　
　

」

　

二
十
四
年　

阿
づ
き
焼

世
ノ
中　
　
　

中

一
月　
　
　
　

中

二
月　
　
　
　

中

三
月　
　
　
　

上

四
月　
　
　
　

下

五
月　
　
　
　

上

六
月　
　
　
　

中

七
月　
　
　
　

下

八
月　
　
　
　

中

九
月　
　
　
　

上

十
月　
　
　
　

中

十
一
月　
　
　

中

十
二
月　
　
　

下　
　
　
　
　

」

（
世
の
中
か
ら
の
記
録
と
作
物
の
記
録
が
前
後
す
る
の
は
、
綴
じ
る
と
き
に
裏
表
を

反
対
に
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
）

（
４
）
控
帳
の
会
計
記
録

前
段
部
分
（
会
計
記
録
）
を
付
表
に
ま
と
め
た
。
宿
元
の
名
前
と
参
加
者
の
名
前
は

省
略
し
て
い
る
。
一
人
割
に
つ
い
て
は
、
厘
以
下
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
り
切
り
捨
て

た
り
し
て
い
る
よ
う
で
総
計
に
過
不
足
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

表
に
ま
と
め
る
際
、
数
字
は
算
用
数
字
と
し
た
。
文
字
も
若
干
省
略
し
た
部
分
が
あ

る
が
、
文
意
は
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

以
下
に
表
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

①
「
道
祖
神
」
は
二
日
続
き
の
行
事
で
あ
っ
た

古
く
は
一
月
十
四
日
に
「
道
陸
神
」（
道
祖
神
）
を
つ
く
り
、
そ
の
日
（
晩
）
に
宿

元
に
集
ま
っ
て
御
神
酒
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
新
年
会
も
兼
ね
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
大
原
の
高
野
誠
氏
も
「
一
月
十
四
、十
五
日
は
道
陸
神
の
あ
そ
び
日
」

と
記
し
て
お
り
、
中
組
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

小
豆
焼
は
十
五
日
の
晩
、
道
祖
神
を
燃
や
し
て
か
ら　

再
び
そ
の
年
の
宿
元
に
集

ま
っ
て
行
わ
れ
た
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
ま
で
は
二
日
間
の
行
事
で
あ
っ
た
が
、

昭
和
九
年（
一
九
三
四
）の
記
録
に
は
、と
も
に
十
四
日
に
実
施
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
ま
で
十
四
日
に
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
ろ
か
ら
宿
元
に
集
ま
る
の
は
一
晩
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
昭
和
十
四

年
（
一
九
三
九
）
以
後
、
小
豆
焼
は
再
び
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

②　

経
費
の
明
細

ア　

収
入
の
部

ほ
と
ん
ど
は
会
費
（
一
人
割
）
で
あ
る
。
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
の
一
人

当
た
り
の
経
費
は
二
銭
五
厘
で
あ
っ
た
。
一
〇
銭
を
越
え
た
の
が
明
治
四
十
一
年

（
一
九
〇
八
）。
一
七
年
間
で
四
倍
に
な
っ
て
い
る
。
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
は

一
円
と
な
り
、
記
録
さ
れ
た
最
後
の
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
は
五
〇
円
に
な
っ

て
い
る
。
六
三
年
の
間
に
会
費
は
二
〇
〇
〇
倍
に
な
っ
た
（
酒
は
二
九
六
〇
倍
）。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
の
総
支
出
は
二
五
九
〇
円
で
あ
っ
た
が
、
二
三
名
の

会
費
（
一
人
五
〇
円
）
で
は
半
分
に
も
な
ら
な
い
。
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
以
降
、

経
費
の
記
載
だ
け
で
会
費
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
の
で
、
組
費
の
よ
う
な
形
で
別
に

集
金
し
た
も
の
を
使
用
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
他
、
道
路
人
夫
賃
の
流
用
（
二
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回
）
や
転
出
者
か
ら
の
謝
金
（
礼
酒
）、
神
木
の
払
い
下
げ
金
な
ど
が
、
ま
れ
に
計
上

さ
れ
て
い
る
。

イ　

支
出
の
部

支
出
は
道
祖
神
を
組
む
木
の
代
金
と
直
会
（
あ
る
い
は
新
年
会
）
時
の
酒
・
肴
が
主

で
あ
る
。

〇
木
代

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
の
一
〇
銭
が
初
出
で
あ
る
。
以
後
、
記
載
の
な
い
年

も
あ
る
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
の
一
〇
〇
円
ま
で
続
く
。
当
番
に
な
っ
た
も

の
が
持
ち
寄
る
集
落
も
あ
る
が
、
中
組
で
は
買
い
上
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〇
御
神
酒

記
録
を
欠
く
年
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
毎
年
御
神
酒
を
計
上
し
て
い
る
。
確
認
で
き
た

五
三
年
間
に
御
神
酒
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
の
は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）、
昭
和

三
十
年
（
一
九
五
五
）
の
二
回
だ
け
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
は
「
大
東
亜
戦
争
下
第
四

年
目
ト
ナ
リ
決
戦
段
階
ニ
突
入
ス　

益
々
苛
烈
ノ
度
ヲ
ク
ワ
エ
ツ
ヽ
有
ル
今
日
前
線
将

士
ノ
御
苦
労
ヲ
偲
ビ
御
神
酒
ヲ
御
遠
慮
申
候
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
御
神
酒
は
飲
ん
で

い
な
い
。

御
神
酒
の
量
は
一
升
～
五
升
ま
で
年
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
が
、三
升
が
最
も
多
く
、

二
九
回
と
な
っ
て
い
る
。
銘
柄
は
、
古
桜
川
（
一
回
）、
白
梅
（
七
回
）、
古
白
梅
（
三

回
）、
新
白
梅
（
一
回
）、
新
若
緑
（
一
回
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、「
上
酒
」

と
記
さ
れ
た
年
が
六
回
あ
る
。

価
格
は
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
一
升
に
換
算
し
て
十
二
銭
五
厘
で
あ
っ

た
も
の
が
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
は
四
二
銭
、
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

は
一
円
五
銭
、
昭
和
十
九
年
は
三
円
二
〇
銭
、
昭
和
二
十
一
年
は
八
円
、
昭
和
三
十
一

年
は
三
七
〇
円
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
の
価
格
上
昇
が
急
激
で
あ
る
。

〇
肴
代

酒
の
肴
で
あ
る
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
食
さ
れ
て
い
る
の
が
豆
腐
で
あ
る
。
明
治

二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
の
記
録
が
「
酒
豆
腐
割
」
で
始
ま
る
よ
う
に
、
新
年
の
集
ま

り
に
酒
と
豆
腐
（
豆
腐
汁
）
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
宮
原

氏
や
高
野
氏
の
記
録
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

肴
と
し
て
記
録
さ
れ
た
も
の
の
初
出
と
最
後
の
年
を
書
き
出
し
て
お
く
。

豆
腐
：
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）、

蒟こ
ん
に
ゃ
く蒻
：
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
か
ら
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）、
兎

う
さ
ぎ

：
大
正
十
一

年
（
一
九
二
二
）
の
み
、
竹
輪
：
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年

（
一
九
六
〇
）、
鯨
缶
：
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
と
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）、
鮭
缶
：

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
～
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）、
生
い
か
：
昭
和
二
十
八
年

（
一
九
五
三
）
と
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）、
サ
ン
マ
（
生
サ
ン
マ
）：
昭
和
三
十

年
（
一
九
五
五
）
か
ら
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
ま
で

豆
腐
と
蒟
蒻
が
主
役
で
あ
っ
た
が
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
か
ら
竹
輪
が
加
わ

り
、
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
か
ら
生
い
か
や
サ
ン
マ
が
食
さ
れ
て
い
る
。
し
だ

い
に
生
活
状
況
が
良
く
な
り
、
輸
送
環
境
や
商
店
の
保
管
設
備
が
整
っ
て
き
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

〇
菓
子
・
ミ
カ
ン

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
か
ら
は
毎
年
、
菓
子
や
ミ
カ
ン
の
購
入
費
が
計
上
さ

れ
て
い
る
。
察
す
る
に
、
婦
人
や
子
ど
も
た
ち
も
多
く
参
加
す
る
よ
う
に
（
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
）
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
の
記
録
の
末
尾
に
「
本
年
始
メ
テ
小
供
に
味
甘
（
み
か

ん
）
の
納
奉
有
り　

目
出
多
志

（
繰
り
返
し
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
経
費
に
計
上

さ
れ
ず
宿
元
等
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
控
帳
の
占
い
記
録

長
期
に
わ
た
る
記
録
な
の
で
「
世
の
中
～
十
二
月
」
ま
で
の
結
果
は
省
略
し
、
農

作
物
の
種
類
と
占
い
の
結
果
を
十
年
ご
と
に
紹
介
す
る
。
そ
の
間
の
変
化
に
つ
い
て
は

一
括
し
て
記
載
す
る
（
一
部
欠
損
の
た
め
判
明
し
な
い
年
あ
り
）。

― 8 ―



明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）　

既
述
（
六
・
七
頁
参
照
）

明
治
二
十
四
年
か
ら
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
ま
で
一
〇
年
間
の
変
化

〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

官
左
衛
門
稲
（
明
治
二
十
四
・
二
十
五
年
）、
黒
餅
・
白
毛
（
明
治
二
十
五
～
三
十
三

年
）、本
明
（
明
治
二
十
六
～
三
十
三
年
）、権
太
郎
稲
（
明
治
二
十
九
年
～
三
十
一
年
）、

雀
し
ら
ず（
明
治
三
十
一
年
）の
稲
の
六
品
種
と
干
菜（
明
治
二
十
四
年
～
二
十
六
年
）、

茄な

す子
・
大さ

さ角
豆ぎ

（
明
治
二
十
七
～
三
十
・
三
十
三
年
）・
胡き

ゅ
う
り瓜
（
明
治
二
十
七
・
二
十
九

年
）、
胡ご

ま麻
（
明
治
二
十
八
・
三
十
・
三
十
三
年
）、
南か

ぼ
ち
ゃ瓜

（
明
治
二
十
九
・
三
十
・
三
十
三

年
）、
モ
ロ
コ
シ
（
明
治
三
十
三
年
）
の
作
物
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
は
「
戦
（
上
々
）」
と
日
清
戦
争
の
戦

況
を
占
っ
て
い
る
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

春
蚕
・
夏
蚕
・
秋
蚕（
明
治
二
十
五
年
～
）桑
・
繭
の
相
場（
明
治
二
十
七
年
～
）と
い
っ

た
養
蚕
関
係
の
項
目
が
加
わ
る
。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）

明
治
三
十
四
年
度　

小
豆
焼

世
ノ
中　
　

上

一
月　
　
　

中

二
月　
　
　

上

三
月　
　
　

下

四
月　
　
　

上
々

五
月　
　
　

中

六
月　
　
　

中

七
月　
　
　

下

八
月　
　
　

上
々

九
月　
　
　

中

十
月　
　
　

中

十
一
月　
　

中

十
二
月　
　

下

大
麦　
　
　

中

小
麦　
　
　

上
々

な
た
ね　
　

上
々
吉

豌
豆　
　
　

下　
　
　
　
　
　

」

小
豆　
　
　

下

稗　
　
　
　

上

黍　
　
　
　

上

粟　
　
　
　

中

蕎
麦　
　
　

上

江
戸
早　
　

上
々

ヲ
チ
ヨ
餅　

下

古
保
禮　
　

上
々

惣
テ
早
稲　

中

菜
蔬
部　
　

上
々

大
根　
　
　

上
々
吉

春
蚕　
　
　

中

夏
蚕　
　
　

中

秋
蚕　
　
　

下
ノ
下

桑　
　
　
　

上
々

繭　
　
　
　

中

桑
相
場　
　

中

ま
い
相
場　

中　
　
　
　
　

」

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
か
ら
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
ま
で
一
〇
年
間
の
変
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化〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

女
大
黒
（
明
治
二
十
四
年
～
三
十
六
年
）、
白
糯も
ち

（
明
治
三
十
五
・
三
十
六
年
）、
□

沢
餅
（
明
治
三
十
七
年
）、坂
中
坊
主
（
明
治
四
十
年
）、フ
リ
ソ
デ
餅
（
明
治
四
十
年
）、

早
稲
・
後
稲
（
明
治
二
十
九
～
三
十
八
年
）
と
い
っ
た
稲
作
関
係
の
項
目
や
黍
（
明
治

二
十
四
年
～
四
十
年
）
が
消
え
て
い
る
。

明
治
二
十
六
年
に
は
再
び
茄
子
、
大
角
豆
、
胡
麻
が
占
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
「
火
事
」、「
組
内
」
が
、
明
治
三
十
七

年
（
一
九
〇
四
）
に
は
「
戦
あ
り　

大
勝
」
と
記
し
て
い
る
。
日
露
戦
争
が
始
ま
る
の

は
同
年
二
月
で
あ
る
が
、
す
で
に
戦
争
必
至
の
状
況
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
は
「
霜
害
」
を
占
っ
て
い
る
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

赤
餅
（
明
治
三
十
五
年
～
）、
籾
相
場
（
明
治
三
十
六
年
～
）、
中
稲
（
明
治
三
十
七

年
～
）、
晩
稲
（
明
治
三
十
九
年
～
）
と
い
っ
た
稲
作
関
係
の
項
目
に
野
菜
（
明
治

四
十
一
年
～
）
が
加
わ
る
。

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）

正
月　
　
　

上

二
月　
　
　

大
黒
上
々

三
月　
　
　

下
々

四
月　
　
　

中

五
月　
　
　

中

六
月　
　
　

上
々

七
月　
　
　

上
々

八
月　
　
　

中

九
月　
　
　

下
々

十
月　
　
　

上
々
吉

十
一
月　
　

中

十
二
月　
　

上

野
菜　
　
　

中

種　
　
　
　

中

豌
豆　
　
　

上　
　
　
　
　

」

世
の
中　
　

上

粟　
　
　
　

大
黒
上
々
吉

蕎
麦　
　
　

（
大
黒
上
々
吉
）

大
根　
　
　

上
々
吉

大
豆　
　
　

中

小
豆　
　
　

下

大
麦　
　
　

上
々

小
麦　
　
　

中

苗　
　
　
　

中
ノ
上

江
戸
早
稲　

中

中
稲　
　
　

下

晩
稲　
　
　

上

小
保
礼　
　

下

黒
餅　
　
　

下　
　
　
　
　

」

御
千
代
餅　

上

赤
餅　
　
　

大
黒
上
々

籾
相
場　
　

上

春
蚕　
　
　

上
々

夏
蚕　
　
　

上

秋
蚕　
　
　

上
々
吉

桑　
　
　
　

中
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桑
相
場　
　

下

繭
相
場　
　

上

稗　
　
　
　

上

　

當
番　

清
水
治
作
様　

」

明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
か
ら
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
ま
で
一
〇
年
間
の
変

化〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

菜
種
（
種
）（
明
治
二
十
四
年
～
大
正
二
年
）、
桑
（
桑
の
木
）（
明
治
二
十
四
年

～
大
正
二
年
）、
黒
餅
（
明
治
二
十
五
年
～
大
正
四
年
）、
晩
稲
（
明
治
三
十
九
年
～

四
十
四
年
）、
中
稲
（
明
治
三
十
七
年
～
大
正
四
年
）

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

赤
毛
・
白
毛
（
大
正
三
年
～
）
の
稲
の
品
種
と
当
番
（
大
正
二
年
～
）

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）

　

大
正
拾
年
一
月
十
五
日

　
　

小
豆
焼　

清
水
元
次
宅

世
ノ
中　
　

上
々

壱
月　
　
　

上
々

二
月　
　
　

上

三
月　
　
　

中

四
月　
　
　

中
下　
　
　
　

」

五
月　
　
　

中

六
月　
　
　

中
下

七
月　
　
　

上

八
月　
　
　

下

九
月　
　
　

上
々

十
月　
　
　

上
々

十
一
月　
　

上

十
二
月　
　

中

　
　

作
物
の
部

大
麦　
　
　

上
々

小
麦　
　
　

中
の
上

大
豆　
　
　

中
下

 

小
豆　
　
　

下

豌
豆　
　
　

下
々

稗　
　
　
　

中

粟　
　
　
　

上
々
吉

蕎
麦　
　
　

中

大
根　
　
　

上　
　
　
　
　

」

野
菜　
　
　

中

　
　

稲
作
部

江
戸
早
稲　

上
々

古
保
礼　
　

上
々
吉

御
千
代
餅　

下

赤
餅　
　
　

中
下

白
毛　
　
　

中

赤
毛　
　
　

下

籾
相
場　
　

上

　
　

養
蚕
部

春
蚕　
　
　

中

夏
蚕　
　
　

上

秋
蚕　
　
　

上

桑
相
場　
　

中
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繭
相
場    

中
下

當
番　
　
　

上
　々
　
　

」

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
か
ら
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
ま
で
の
一
〇
年
間
の
変
化

〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
を
最
後
に
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
以
来
継
続

し
て
い
た
御
千
代
餅
（
オ
チ
ヨ
餅
）、
江
戸
早
稲
、
古
保
礼
（
コ
ボ
レ
）
の
三
品
種
が

消
え
る
。
こ
の
ほ
か
白
毛（
明
治
二
十
五
・
三
十
三
・
四
十
、大
正
三
年
～
大
正
十
一
年
）、

赤
餅
（
明
治
三
十
五
年
～
大
正
十
一
年
）、
赤
毛
（
明
治
三
十
三
・
四
十
年
、
大
正
三
年

～
大
正
十
一
年
）
と
い
っ
た
稲
の
品
種
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）、
十
三
（
一
九
二
四
）
～
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
は

桑
相
場
を
春
・
夏
・
秋
に
分
け
占
っ
て
い
る
。

ま
た
、
繭
相
場
も
大
正
十
三
～
十
五
年
の
間
春
・
夏
・
秋
に
分
け
占
っ
て
い
る
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
か
ら
稲
の
品
種
名
に
か
わ
り
早
生
、
中
生
，
晩
生
と
表

記
さ
れ
る
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
か
ら
晩
秋
蚕
が
加
わ
る
。
こ
の
ほ
か
、
昭
和
三

年
（
一
九
二
八
）
か
ら
組
内
が
再
登
場
す
る
。

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）

世
の
中　
　

 

中

壱
月　
　
　

上
々
吉
々

弐
月　
　
　

上
々

三
月　
　
　

上
々

四
月　
　
　

上

五
月　
　
　

中
ノ
上

六
月　
　
　

中

七
月　
　
　

下

八
月　
　
　

上
々

九
月　
　
　

中

拾
月　
　
　

中

拾
一
月　
　

上
　々

」

拾
二
月　
　

上

　

作
物
ノ
部

大
麦　
　
　

中
ノ
上

小
麦　
　
　

中

大
豆　
　
　

中

小
豆　
　
　

中
ノ
上

豌
豆　
　
　

上
々

粟　
　
　
　

上

稗　
　
　
　

上
々

蕎
麦　
　
　

上

大
根　
　
　

上

野
菜　
　
　

下

　

稲
之
部

餅　
　
　
　

上
々

早
生　
　
　

上
々

中
生　
　
　

下

晩
生　
　
　

中
ノ
上

籾
相
場　
　

上

春
蚕　
　
　

中
ノ
下

夏
蚕　
　
　

中

秋
蚕　
　
　

上
　々
　
　

」

晩
秋
蚕　
　

中
ノ
上

繭
相
場　
　

上
々
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桑
相
場　
　

中

組
内　
　
　

中

當
番　
　
　

上　
　
　

」

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
か
ら
十
六
年
（
一
九
四
一
）
ま
で
の
一
〇
年
間
の
変
化

す
で
に
占
い
内
容
が
固
定
化
し
て
お
り
、
昭
和
六
年
か
ら
昭
和
十
六
年
の
間
の
項
目

は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
満
州
事
変
の
戦
況
が
占
わ
れ
「
満
州
事
変　

大
勝
利
」

と
記
帳
さ
れ
て
い
る
。
満
州
事
変
は
、
昭
和
六
年
九
月
関
東
軍
の
柳
条
湖
（
溝
）
付
近

の
満
鉄
爆
破
を
き
っ
か
け
と
し
て
開
始
さ
れ
て
い
た
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

餅
（
昭
和
六
年
～
）
が
再
登
場
し
て
い
る
。

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）

　

昭
和
十
六
年
度

　
　

小
豆
焼

世
ノ
中　
　

中

壱
月　
　
　

上
々
吉

弐
月　
　
　

中

三
月　
　
　

下

四
月　
　
　

下

五
月　
　
　

中

六
月　
　
　

中
ノ
下

七
月　
　
　

中
ノ
下

八
月　
　
　

下

九
月　
　
　

下

拾
月　
　
　

中
ノ
上

拾
壱
月　
　

上

拾
弐
月　
　

中　
　
　
　
　

」

　

作
物
ノ
部

大
麦　
　
　

上

小
麦　
　
　

中
ノ
下

大
豆　
　
　

中

小
豆　
　
　

中

豌
豆　
　
　

下

粟　
　
　
　

上

稗　
　
　
　

中

蕎
麦　
　
　

上

大
根　
　
　

中

野
菜　
　
　

上

　

稲
作
ノ
部

餅　
　
　

 

中
ノ
上

早
生　
　
　

上

中
生　
　
　

上

晩
生　
　
　

中
ノ
下

籾
相
場　
　

下

　

養
蚕
ノ
部　
　
　
　
　
　

」

春
蚕　
　
　

中
ノ
下

夏
蚕　
　
　

中

秋
蚕　
　
　

中

晩
秋
蚕　
　

下

繭
相
場　
　

下

桑
相
場　
　

中
ノ
上
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組
内　
　
　

上

當
番　
　
　

上
々
吉
　々

」

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
か
ら
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
ま
で
の
一
〇
年
間
の
変

化〇
こ
の
間
に
削
除
さ
れ
た
物

昭
和
十
六
年（
一
九
四
一
）を
最
後
に
籾
相
場
が
消
え
る
。
昭
和
十
五
年
四
月
の「
米

穀
強
制
出
荷
命
令
」、さ
ら
に
は
昭
和
十
六
年
四
月
「
生
活
必
需
物
資
統
制
令
」
に
よ
っ

て
、
相
場
を
占
う
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は
前
年
十
二
月
八
日
に
開
戦
さ
れ
た
太
平
洋
戦
争
の

戦
況
を
占
っ
て
い
る
。
結
果
は
「
大
東
亜　

上
々
」
で
あ
っ
た
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
り
ん
ご
（
苹
果
）
が
登
場
す
る
。『
三
水
村
誌
』
に

よ
れ
ば
、
り
ん
ご
は
明
治
の
末
に
は
す
で
に
生
産
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
盛
ん

に
植
え
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
初
期
か
ら
で
あ
る
。

昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
一
〇
ha
、
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
は
二
〇
ha

と
増
え
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
は
三
水
村
青
果
物
出
荷
組
合
が
設
立
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
戦
況
が
厳
し
く
な
り
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
四
月
に
は
「
果
樹

増
植
禁
止
令
」
が
だ
さ
れ
た
。
こ
の
年
の
反
別
は
約
三
三
ha
、普
光
寺
全
体
で
は
約
一
・

五
ha
で
あ
っ
た
。
新
植
は
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
食
糧
増
産
の
一
環
と
し
て
り
ん
ご
も
そ

の
増
産
を
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
か
ら
は
梨
葡
萄
も
加
わ
る
。
こ
の
ほ
か
、
昭
和

二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
か
ら
苗
が
再
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
間
は
、
戦
況
の
激
化
、
敗
戦
、
戦
後
の
混
乱
期
と
重
な
る
。
占
い
項
目
に
は
昭

和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
「
大
東
亜
」
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
結
果
を
記
録
し
て
い
る

前
後
に
住
民
の
思
い
が
う
か
が
え
る
記
述
が
あ
る
。

昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
文
末
に
は
「
大
東
亜
戦
争
下
第
二
年
目
ノ
新
春
ヲ
迎

エ
謹
ン
デ
國
運
ノ
隆
昌
ヲ
祈
ル　

中
組
一

同
」、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に
は

参
加
者
名
の
前
に
「
大
東
亜
戦
争
下
第
四

年
目
ト
ナ
リ
決
戦
段
階
ニ
突
入
ス　

益
々

苛
烈
ノ
度
ヲ
加
エ
ツ
ヽ
有
ル
今
日
前
線
将

士
ノ
御
苦
労
ヲ
偲
ビ
御
神
酒
ヲ
御
遠
慮
申

候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
は
参

加
者
名
の
後
に
「
拾
五
日
夜
ハ
御
神
酒
壱

升
ヲ
祝
ヒ
盛
大
ニ
小
豆
焼
ヲ
行
ナ
ヒ
組
内

ノ
円
満
ヲ
祈
リ
益
々
発
展
ヲ
誓
フ　

組
内

万
々
歳
」と
記
し
て
い
る
。「
発
展
ヲ
誓
フ
」

の
言
葉
に
、
平
穏
な
生
活
を
取
り
戻
せ
た

喜
び
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
以
後
同
様
の
内
容
が
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
ま
で
記
述
さ
れ
て
い
く
。

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）

世
ノ
中　

中

一
月　
　

中
ノ
下

二
月　
　

下

三
月　
　

上

四
月　
　

中

五
月　
　

上

六
月　
　

上

七
月　
　

上
ノ
下

八
月　
　

中
ノ
下

九
月　
　

上

写真３　昭和 20年の記載部分
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拾
月　
　

中
ノ
上

拾
壱
月   

上
々

拾
弐
月　

 

上
　々
　

」

　

作
物
之
部

大
麦　
　

中
ノ
下

小
麦　
　

中
ノ
下

小
豆　
　

中

豌
豆　
　

下

粟　
　
　

上

稗　
　
　

上

蕎
麦　
　

下

大
豆　
　

中
ノ
下

大
根　
　

上

野
菜　
　

中
ノ
上

苹
果　
　

上　

ひ
ょ
う
か
（
り
ん
ご
）

梨
葡
萄　

□　
　
　

」

　

稲
作
ノ
部

餅　
　
　

下

早
生　
　

中
ノ
下

中
生　
　

中

晩
生　
　

中
上

苗　
　
　

上

　

養
蚕
之
部　
　
　

」

春
蚕　
　

上
ノ
上

夏
蚕　
　

中
ノ
上

秋
蚕　
　

中

晩
秋
蚕　

中
上

繭
相
場　

中

桑
相
場　

中

組
内　
　

上

　

當
番

　
　
　
　
　

小
豆
焼
係

　
　
　
　
　
　
（
八
人
略
）　　

」

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
か
ら
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
ま
で
の
一
〇
年
間
の

変
化こ

の
間
に
削
除
さ
れ
た
物
は
な
い
。

〇
新
た
に
加
わ
り
継
続
し
て
い
く
物

煙
草
（
昭
和
三
十
年
～
）、
桃
（
昭
和
三
十
四
・
三
十
六
年
）
が
加
わ
る
。

『
三
水
村
誌
』
に
は
、
葉
た
ば
こ
の
栽
培
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
二
十
九
年

（
一
九
五
四
）
か
ら
で
、
そ
の
年
の
「
耕
作
者
二
百
数
十
名
、
作
付
面
積
二
〇
ha
余
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
翌
年
の
小
豆
焼
に
は
早
く
も
占
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

桃
は
「
水
蜜
桃
」
と
し
て
明
治
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
園
芸
作
物
と
し
て
栽

培
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
で
あ
っ
た
と
い
う
（『
三
水
村
誌
』）。

当
初
栽
培
に
苦
労
し
、軌
道
に
乗
り
始
め
た
の
は
昭
和
三
十
年（
一
九
五
五
）頃
と
い
う
。

昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）

昭
和
三
拾
六
年
度

　

小
豆
焼
宿

　
　

小
栁
正
司
宅

世
ノ
中　
　

上

一
月　
　
　

上
々

二
月　
　
　

中
ノ
上

三
月　
　
　

中
ノ
下
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四
月　
　
　

上

五
月　
　
　

下

六
月　
　
　

〃

七
月　
　
　

〃

八
月　
　
　

上

九
月　
　
　

上
々

十
月　
　
　

中

十
一
月　
　

中
ノ
下

十
二
月　
　

上

　

作
物
之
部

大
麦　
　
　

中
ノ
下

小
麦　
　
　

中

大
豆　
　
　

中
ノ
上

小
豆　
　
　

上

豌
豆　
　
　

中
ノ
下

粟　
　
　
　

中
ノ
上

煙
草　
　
　

中　
　
　
　

」

稗　
　
　
　

中
ノ
上

蕎
麦　
　
　

中

大
根　
　
　

中

野
菜　
　
　

上

苹
果　
　
　

中
ノ
上

桃　
　
　
　

中

梨
葡
萄　
　

中
ノ
下

　

稲
作
ノ
部

苗　
　
　
　

上

餅　
　
　
　

中

早
生　
　
　

中

中
生　
　
　

上

晩
生　
　
　

中
ノ
上

　

養
蚕
之
部　
　
　
　

」

春
蚕　
　
　

中

夏
蚕　
　
　

上

秋
蚕　
　
　

中
ノ
下

晩
秋
蚕　
　

上
々

繭
相
場　
　

上

桑
相
場　
　

上

組
内　
　
　

上

　

當
番

　
　
　
　

小
豆
係

　
　
　
　
　
　
（
四
名
略
）

壱
月
拾
五
日
之
夜　
　
　
　
　

」

（
６
）
控
帳
に
記
載
さ
れ
た
農
作
物

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
一
月
に
長
野
縣
令
大
野
誠
宛
て
に
提
出
さ
れ
た
「
普

光
寺
村
誌
」
に
よ
れ
ば
寺
社
を
除
く
戸
数
は
一
五
三
戸
。
物
産
（
植
物
）
の
項
に
は

「
米
千
百
五
十
四
石
六
斗
四
升　

質
上
等
、
内
二
百
石
一
斗
二
升
長
野
町
へ
輸
出
。
大

麦
七
十
石
二
升　

質
下
等　

自
用
、
小
麦
百
四
石
七
斗
二
升　

同
上
、
菘
菜
（
あ
お

な
）
八
石
九
斗
二
升　

同
、
各
所
へ
輸
出
。
大
豆
八
十
九
石
二
升　

同
、
自
用
、
小

豆
九
石
六
斗
一
升
五
合　

同
上
、
蕎
麦
五
十
五
石
三
斗
五
升　

同
中
等
、
同
上
、
稗

百
二
十
一
石
九
斗
三
升
六
合　

同
上
、
黍
五
石
九
斗
五
升
二
合　

同
下
等　

同
上
、
粟

六
石
七
斗
五
升
二
合　

同
上
、
大
根
一
萬
七
千
七
百
本　

同
中
等　

同
上
、
茄
子
一
萬

八
千
七
百
五
十　

同
上
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
17
）。

― 16 ―



米
（
稲
作
）
が
普
光
寺
村
の
主
要
作
物
で
あ
り
、
他
の
穀
物
（
大
麦
、
小
麦
、
大

豆
、
小
豆
、
蕎
麦
、
稗
、
黍
、
粟
）・
蔬
菜
類
（
菘
菜
、
大
根
、
茄
子
）
は
、
ほ
ぼ
自

家
用
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
録
か
ら
、
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
の
小
豆
焼
で
占
っ
た
作
物
は
、
実
際
に
地
域
で
生
産
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
推
測
で
き
る
。

農
産
物
の
中
心
が
稲
作
で
あ
っ
た
た
め
、
大
正
時
代
の
後
半
ま
で
は
、
稲
の
品
種
ご

と
に
そ
の
出
来
が
占
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
間
に
占
わ
れ
た
の
は
十
六
品
種
に
及
ぶ
。
一
・

二
年
で
名
前
が
消
え
て
し
ま
っ
た
品
種
も
あ
る
。
土
地
に
あ
っ
た
よ
り
良
質
な
稲
を
選

択
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
り
ん
ご
（
苹
果
、）
煙
草
、
梨
葡
萄
、
桃
と
い
っ
た

作
物
が
地
域
で
栽
培
さ
れ
だ
し
た
時
期
も
推
測
で
き
る
。

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
か
ら
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
ま
で
ほ
ぼ
継
続

し
て
占
わ
れ
て
き
た
の
は
、
稲
作
・
養
蚕
関
係
と
大
麦
・
小
麦
・
大
豆
・
小
豆
・
稗
・

粟
・
蕎
麦
・
大
根
・
豌
豆
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
物
は
昭
和
三
十
六
年
ま
で
実
際
に

栽
培
さ
れ
て
い
た
の
か
吟
味
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
戸
隠
の
種

兆
や
諏
訪
大
社
の
筒
粥
目
録
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
占
い
は
新
た
な
項
目
を
加
え
つ
つ

も
、
基
本
的
な
部
分
で
は
古
く
か
ら
の
伝
統
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

隣
接
す
る
地
区
で
は
ど
の
よ
う
な
項
目
を
占
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
光
寺
堰

に
沿
っ
て
、五
六
〇
㍍
ほ
ど
東
に
位
置
す
る
堰
下
組
の
昭
和
二
十
四
年（
一
九
四
九
）「
小

豆
焼
覚
帳
」
と
比
較
し
て
み
よ
う
（
18
）。
現
在
、
堰
下
組
は
（
団
地
が
で
き
）
三
伍
長

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
二
十
四
年
当
時
は
、
十
数
軒
が
一
つ
の
組
で
ど
ん
ど
焼
を

実
施
し
て
い
た
。

昭
和
二
十
四
年
正
月
に
占
っ
た
の
は
「
世
ノ
中
～
十
二
月
」
の
世
相
、天
候
の
ほ
か
、

以
下
の
三
〇
品
目
の
農
作
物
で
あ
っ
た
。

稲
の
部　
　

糯も
ち

、
粳う

る
ち（

早
・
中
・
奥
）

雑
穀
の
部　

大
豆
、
小
豆
、
大
麦
、
粟
、
小
麦
、
キ
ビ
、
綿

養
蚕
の
部　

春
蚕
、
夏
蚕
、
秋
蚕

桑
の
部　
　

春
桑
、
夏
桑
、
秋
桑

野
菜
の
部　

 

野
沢
菜
、
白
菜
、
大
根
、
甘
藷
（
サ
ツ
マ
イ
モ
）
馬
鈴
薯
（
ジ
ャ
ガ
イ

モ
）
牛
蒡
（
ゴ
ボ
ウ
）、
人
参
、
油
菜
、
林
檎
、
茄
子
（
ナ
ス
）、
南
瓜

（
カ
ボ
チ
ャ
）、
胡
瓜
（
キ
ュ
ウ
リ
）、
夕
顔

寺
坂
中
組
の
記
録
（
昭
和
二
十
六
年
）
と
比
較
す
る
と
、豌
豆
、蕎
麦
、梨
葡
萄
、苗
、

晩
秋
蚕
、
繭
相
場
、
桑
相
場
、
組
内
の
項
が
な
い
。
い
っ
ぽ
う
綿
、
桑
の
部
（
春
・
夏
・

秋
）
と
白
菜
以
下
多
く
の
野
菜
類
（
林
檎
は
除
く
）
が
占
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。

寺
坂
中
組
で
は
、
大
根
の
ほ
か
は
「
野
菜
」
と
一
括
り
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
す
ぐ

近
く
の
堰
下
組
で
は
野
沢
菜
～
夕
顔
ま
で
十
一
種
類
の
作
物
が
占
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。生

活
圏
が
共
通
す
る
よ
う
な
近
い
範
囲
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
（
組
）
ご

と
に
必
要
と
す
る
事
項
を
占
っ
て
い
る
。
集
落
の
も
つ
個
性
（
自
然
や
地
理
的
環
境
の

微
妙
な
相
違
）
や
集
落
の
構
成
員
の
個
性
（
所
有
地
・
生
産
者
の
数
等
）
な
ど
が
か
ら

み
あ
っ
て
違
い
が
生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
違
い
を
だ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
小
豆
焼
の
魅
力
（
自
分
た
ち
を
知
っ
て
く
れ
て
い

る
「
集
落
の
神
」
が
自
分
た
ち
の
声
（
質
問
）
に
応
え
て
く
れ
る
機
会
）
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
え
る
。
控
帳
に
記
載
さ
れ
な
い
「
余
興
」
の
占
い
も
含
め
、集
落
の
神
の
声
（
神

意
）
を
直
に
聞
く
機
会
が
小
豆
焼
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

平
林
村
（
現
長
野
市
平
林
）
の
若
者
連
の
規
約
（
19
）
に
「
神
占　

旧
例
ニ
依
リ
小

豆
焼
ヲ
以
テ
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
は
小
豆
焼
は
神
占
い
で
あ
り
真

剣
に
神
意
を
う
か
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
小
豆
焼
は
い
つ
ま
で
行
っ
た
か

現
在
町
内
で
小
豆
焼
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
で
は
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
実

施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
三
水
村
誌
』
に
は
、今
は
「
イ

ロ
リ
」
も
な
く
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
休
止
の
状
態
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
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四
十
年
代
の
中
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
普
光
寺
地
区
に
残
る
二
件
の
記
録
で

は
、
と
も
に
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
が
最
後
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
三
十
二
年

（
一
九
五
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
髙
岡
村
の
あ
ゆ
み
』「
年
中
行
事
一
般
」
に
も
小
豆
焼

の
記
述
は
な
い
。
す
で
に
三
十
年
代
半
ば
に
は
休
止
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

飯
綱
郷
土
史
研
究
会
の
十
五
周
年
記
念
誌
に
、久
遠
義
正
氏
が
「
左
義
長
と
道
陸
神
」

を
寄
稿
さ
れ
て
お
り
、
小
豆
焼
が
昭
和
三
十
六
年
で
休
止
と
な
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
（
20
）。

「
小
豆
焼
は
昭
和
三
十
六
年
ま
で
続
き
、
最
後
の
宿
は
小
柳
正
司
宅
で
参
加
者

二
十
一
名
で
行
わ
れ
た
。
翌
年
は
新
築
さ
れ
た
高
頭
宅
の
宿
に
な
り
、
勿
論
、
囲
炉
裏

な
ど
あ
る
訳
も
な
く
、コ
ン
ロ
で
間
に
合
わ
せ
た
が
ど
う
も
勝
手
が
違
い
馴
染
も
悪
く
、

小
豆
粒
も
う
ま
く
動
か
な
い
の
か
記
帳
も
出
来
ず
、
遂
に
囲
炉
裏
の
あ
る
家
で
も
や
ら

な
く
な
っ
た
。（
中
略
）
周
囲
か
ら
時
代
に
合
わ
な
い
と
、
だ
ん
だ
ん
と
中
止
が
流
行

し
た
こ
と
も
要
因
か
と
思
わ
れ
る
。」

普
光
寺
地
区
で
小
豆
焼
が
中
止
さ
れ
た
昭
和
三
十
年
代
半
ば
、
時
代
は
高
度
成
長
期

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
（
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
、
池
田
勇
人
首
相
が
「
所
得
倍
増

計
画
」を
発
表
）。
住
民
の
生
活（
心
情
）も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四　

飯
綱
町
周
辺
の
小
豆
焼

先
述
し
た
『
高
岡
の
小
豆
焼
き
行
事
』
に
は
、
現
在
も
実
施
さ
れ
て
い
る
野
沢
温
泉

村
豊
郷
、
中
野
市
（
旧
豊
田
村
）
穴
田
、
須
坂
市
小
河
原
町
、
長
野
市
若
穂
保
科
高
岡
、

長
野
市
若
穂
綿
内
大
橋
の
五
か
所
の
状
況
と
占
い
記
録
（
綿
内
大
橋
を
除
く
）
を
詳
し

く
紹
介
し
て
い
る
。

ま
た
、
か
つ
て
小
豆
焼
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
と
し
て
、
飯
山
市
小
沼
・
飯
山
市
奈

良
沢
・
飯
山
市
静
間
・
飯
山
市
静
間
（
旧
秋
津
村
）、
信
濃
町
本
道
な
ど
、
中
野
市
（
旧

永
田
村
）・
中
野
市
（
旧
豊
田
村
荒
山
地
区
）、
飯
綱
町
（
旧
三
水
村
）、
須
坂
市
（
旧

豊
洲
村
）・
須
坂
市
（
旧
日
野
村
）・
須
坂
市
（
旧
井
上
村
）・
須
坂
市
須
坂
・
須
坂
市

八
重
森
・
須
坂
市
仁
礼
町
・
須
坂
市
（
旧
高
甫
村
）、
高
山
村
山
田
、
長
野
市
若
穂
保

科
須
釜
、
長
野
市
若
穂
保
科
町
滝
崎
、
長
野
市
若
穂
保
科
久
保
、
長
野
市
若
穂
保
科
引

沢
、
長
野
市
若
穂
保
科
外
山
、
長
野
市
若
穂
保
科
（
旧
音
坂
村
）
の
二
二
か
所
を
分
布

図
に
掲
載
し
て
い
る
（
21
）。

同
書
で
は
「
小
豆
焼
き
は
千
曲
川
沿
い
に
分
布
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
理
由

と
し
て
「
千
曲
川
沿
岸
か
ら
大
笹
街
道
へ
と
続
く
人
や
物
資
」
の
動
き
が
関
係
し
た
も

の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

同
書
に
記
載
さ
れ
て
な
い
と
こ
ろ
で
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
を
追
加
し
て
お
き
た

い
。
本
稿
で
ふ
れ
た
飯
綱
町
関
係
が
十
六
か
所
、
そ
の
ほ
か
長
野
市
芋
井
桜
坂
高
木

（
22
）、
長
野
市
平
林
（
23
）、
中
野
市
（
豊
津
米
山
）（

24
）、
豊
野
町
（
現
長
野
市
）
豊
野

田
中
組
（
25
）、
飯
山
町
（
26
）
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
て
い
ね
い
に
探
れ
ば
さ
ら
に
確

認
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五　

ま
と
め

本
稿
で
は
、
飯
綱
町
で
か
つ
て
盛
ん
に
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
。

・
普
光
寺
地
区
を
中
心
と
し
て
町
内
各
地
の
集
落
（
十
六
か
所
）
で
ど
ん
ど
焼
き
の
後
、

小
豆
焼
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ど
ん
ど
焼
と
小
豆
焼
と
は
切
り
離
す

こ
と
の
で
き
な
い
一
連
の
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
北
信
の
千
曲
川
沿
い
の
二
七

か
所
（
内
、
一
か
所
は
飯
綱
町
（
旧
三
水
地
区
）
と
記
載
）
で
小
豆
焼
が
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、「
飯
綱
町
（
旧
三
水
地
区
）」
の
調
査
で
そ
の
数
は
大
幅

に
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。こ
れ
ほ
ど
濃
密
に
実
施
さ
れ
て
い
た
地
域
は
ほ
か
に
な
い
。

周
辺
地
域
で
も
五
か
所
確
認
で
き
た
。
文
書
（
文
献
）
の
調
査
や
聞
き
取
り
を
充
実

さ
せ
れ
ば
、
当
地
を
含
め
周
辺
地
域
で
も
さ
ら
に
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
遺

憾
な
が
ら
個
別
の
詳
細
な
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。
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・
三
水
地
区
を
中
心
と
す
る
小
豆
焼
の
様
子
を
記
し
た
記
録
、
お
よ
び
占
い
結
果
を
書

き
留
め
た
帳
簿
の
所
在
を
確
認
し
、
そ
の
紹
介
に
努
め
た
。「
小
豆
焼
帳
」
を
通
し
て
、

農
作
物
の
変
遷
や
住
民
の
心
情
、
生
活
の
変
化
等
を
つ
か
め
る
可
能
性
が
あ
る
。

久
保
・
橋
場
組
に
保
存
さ
れ
て
い
る
「
萬
年
記
憶
帳
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
資
料
デ
ジ
タ
ル
化
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
ど
ん

ど
焼
き
は
日
本
の
国
民
行
事
」）
に
よ
れ
ば
、「
小
正
月
行
事
「
ど
ん
ど
焼
き
」
は
住
民

生
活
の
基
礎
的
な
地
域
単
位
で
あ
る
「
集
落
」
を
基
盤
と
す
る
日
本
の
国
民
的
行
事
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
新
春
を
迎
え
る
火
祭
り
の
行
事
と
し
て
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
共

通
の
新
年
新
春
を
祝
う
民
俗
文
化
行
事
」
で
あ
る
」
と
い
う
。
小
豆
焼
は
、
北
信
の
千

曲
川
流
域
独
自
の
行
事
な
の
か
、
起
源
は
い
つ
な
の
か
等
ま
だ
解
明
す
べ
き
課
題
は

多
い
。

調
査
協
力
者
（
順
不
同
・
敬
称
略
）　

荒
川
詔
夫
、
清
水
一
美
、
寺
島
利
三
、
高
橋
験
治
、

滝
沢
勝
一
、
塚
田
菊
雄
、
畑
田
光
好
、
羽
入
田
頼
衛
、
久
遠
峯
志
、
丸
山
初
夫
、
高
野

清
、（
故
）
松
橋
紘
一
、
荒
井
孝
幸
、
小
山
丈
夫
、
高
橋
剛
太
朗

注１　

Ｔ
Ｅ
Ｍ
研
究
所　

二
〇
一
七
『
高
岡
の
小
豆
焼
き
行
事
』　

文
化
庁
文
化
財
部
伝

統
文
化
課

２　

飯
綱
町
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
い
い
い
い
い
い
づ
な
」
の
中
で
、
真
鍋
知
子
氏
が
小
豆

焼
体
験
を
紹
介
し
て
い
る
（「
い
た
だ
き
ま
す
」
っ
て
、
な
ぜ
言
う
の
？
～
箱
膳
で

学
ぶ
、
食
へ
の
感
謝
～
）
二
〇
二
一
年
二
月
確
認
。

３　
『
三
水
村
誌
』
一
九
八
〇　

三
水
村
誌
編
纂
委
員
会

４　
『
中
郷
村
史
』
一
九
六
〇　

中
郷
村
史
編
纂
委
員
会

５　
「
高
岡
村
誌
」
一
九
〇
五　

飯
綱
町
役
場
蔵

６　

宮
崎
延
次
郎　

一
九
〇
六
「
明
治
三
十
九
年
五
月 

三
水
村
童
話
俗
謡
習
慣
等
ノ

調
査
」　

原
著
で
は
、
か
な
部
分
は
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
て
い
る
。
原
著
を
参
考
に

誤
字
脱
字
部
分
を
訂
正
し
た
。
な
お
、
村
誌
に
は
「
宮
沢
氏
調
査
」（
１
５
３
５
頁
）

と
あ
る
が
、
宮
崎
の
誤
り
で
あ
る
。

７　

宇
都
宮
貞
子　

一
九
七
七
「
大
豆
と
小
豆
」『
草
木
の
話　

秋
・
冬
』
読
売
新
聞

社
８　

宮
原
松
夫　

二
〇
〇
一
「
道
祖
神
の
思
い
出
」『
十
五
周
年
記
念
誌
』
飯
綱
郷
土

史
研
究
会

９　

久
遠
義
正　

二
〇
〇
一
「
左
義
長
と
道
陸
神
」『
十
五
周
年
記
念
誌
』
飯
綱
郷
土

史
研
究
会

10　

高
野
誠　

二
〇
〇
九
「
私
達
の
幼
い
頃
の
正
月
行
事
」『
い
づ
な
』
五
七
号　

飯

綱
郷
土
史
研
究
会　
　

高
野
誠
氏
は
二
〇
〇
一
年
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
原
稿

は
三
水
村
誌
発
刊
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
、編
集
者
の
高
野
清
氏
が
記
し
て
い
る
。

11　

佐
藤
良
博　

二
〇
〇
〇
「
年
占
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下　

吉
川
弘
文
館

12　

宮
坂
清
通　

一
九
八
〇
「
筒
粥
神
事
」『
諏
訪
大
社
』　

信
濃
毎
日
新
聞
社

13　

上
原
一
雄
氏
（「
お
ぼ
ろ
月
夜
の
館
」
館
長
）
か
ら
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
。

14　

豊
野
町
誌
刊
行
委
員
会　

二
〇
〇
〇
「
勧
業
政
策
と
村
の
産
業
」『
豊
野
町
誌
２
』

　

こ
の
中
で
稲
の
品
種
に
ふ
れ
、
豊
野
区
田
中
組
の
小
豆
焼
占
い
の
記
録
を
引
用
し

て
い
る
。
記
録
は
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
か
ら
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

ま
で
継
続
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

15　

信
濃
史
料
刊
行
会　

一
九
七
九
『
五
十
槻
園
旅
日
記
』
新
編
信
濃
史
料
叢
書
第
十

巻
16　

飯
島
貴
編　

一
九
一
三
「
年
中
行
事
」『
飯
山
史
』
飯
山
町
役
場
（
市
立
飯
山
図

書
館
一
九
六
九
年
再
版
本
に
よ
る
）

17　
『
長
野
縣
町
村
誌　

北
信
編
』
一
九
七
三　

明
治
文
献

18　

小
栁
義
男　

二
〇
一
七
「
小
豆
焼
覚
帳
を
読
む
」『
い
づ
な
』
九
〇
号
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19　
『
平
林
若
者
連
永
代
記
録
』
一
九
八
三　

長
野
郷
土
史
研
究
会

20　

注
９
に
同
じ

21　

確
認
さ
れ
て
い
る
小
豆
焼
占
い
の
結
果
を
す
べ
て
表
に
し
て
掲
載
し
て
い
る
。  

大
変
な
労
作
で
あ
る
。
か
つ
て
実
施
し
て
い
た
集
落
の
記
録
も
七
か
所
紹
介
し
て

い
る
。
飯
山
市
静
間
の
例
に
つ
い
て
は
『
野
沢
温
泉
村
誌
』
を
引
用
し
て
い
る
が

『
飯
山
市
誌
』「
小
豆
占
い
」
の
静
間
（
秋
津
）
の
記
述
が
詳
細
で
あ
る
。
長
野
市

若
穂
保
科
町
滝
崎
（
丹
保
）
の
事
例
は
『
上
高
井
誌
』（
上
高
井
誌
編
纂
委
員
会
編  

一
九
六
二　

上
高
井
教
育
会
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
町
滝
崎
で
は
、
頭
屋
の
前
庭

に
、
竹
で
四
角
に
囲
い
、
し
め
縄
を
張
っ
て
、
東
西
南
北
に
御
幣
を
さ
げ
た
斎
場
を

つ
く
っ
て
い
る
。
そ
の
中
央
に
、
三
本
の
新
木
の
上
部
を
結
び
下
部
を
広
げ
た
「
さ

ぎ
ち
ょ
う
」
を
据
え
て
、
そ
の
前
で
火
を
焚
き
小
豆
焼
を
行
っ
て
い
た
。
囲
炉
裏
で

小
豆
焼
が
行
わ
れ
る
以
前
の
中
世
的
様
相
が
伺
え
る
事
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

22　
『
豊
か
な
実
り
を
祈
る
‐
小
正
月
の
行
事
』
一
九
九
六　

長
野
市
立
博
物
館

23　
『
古
牧
誌
』
一
九
八
一　

古
牧
誌
編
纂
委
員
会

24　

中
野
市
高
橋
剛
太
郎
氏
教
示

25　

注
14
に
同
じ

26　

注
16
に
同
じ

参
考
文
献

小
栁
義
男　

二
〇
一
八
ａ
「
寺
坂
中
組
永
代
道
祖
神
控
帳
（
一
）」『
い
づ
な
』
九
二
号

小
栁
義
男　

二
〇
一
八
ｂ
「
寺
坂
中
組
永
代
道
祖
神
控
帳
（
二
）」『
い
づ
な
』
九
三
号

長
野
県
史
刊
行
会　

一
九
八
五
『
長
野
県
史
民
俗
編　

第
四
巻
（
二
）
北
信
地
方　

仕

事
と
行
事
』

　

　

＊
〒
三
八
九
―
一
二
〇
六　

飯
綱
町
大
字
普
光
寺
一
〇
九
五
―
一
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付表　会計記録のまとめ（「寺坂中組永代道祖神控帳」による）
年月日 人数 経費・１人割 備考

明治 24 年
1 月吉日

17 道陸神造呑割　壱人割 2 銭 5 厘ツ〃

明治 25 年 17 （壱人割）2 銭 5 厘 小豆焼 15 日
明治 26 年
1 月 14 日

17 神酒割金 41 銭 5 厘　壱人前 2 銭 4 厘宛

明治 27 年
（1894）

17 酒豆腐割　酒 2 升 8 合 35 銭　豆腐 2 丁 7 銭 5 厘　2 口計 42 銭 5 厘
外に７厘縄１わ　壱人付２銭６厘宛

明治 28 年 16 酒豆腐割　合テ 42 銭、10 銭・酒 2 升富作様より貰う、壱人前 2 銭宛（池田富作氏転出）
明治 29 年
1 月 14 日

14 酒肴費 36 銭 5 厘　道祖神木代 10 銭　〆金 46 銭 5 厘
壱人前 3 銭 4 厘（木代１銭 6 厘）　

明治 30 年 15 酒 2升 44 銭、豆腐コンニャク汁 7 銭 8 厘　計 51銭 8 厘　壱人分 3 銭 5 厘宛
明治 31 年
1 月 14 日

14 道祖神入費　酒 2 升 52 銭、豆腐 5 丁 9 銭、木 2 本 14 銭　球焼蝋燭代
20 銭但清水治作清国ヨリ帰国時　計 95 銭　内 10 銭花代引　
壱人割 6 銭 1 厘宛

小豆焼 15 日

明治 32 年
1 月 14 日

14 古桜川 4 升 1 円 28 銭、□代 12 銭、肴料 14 銭 3 口計 1 円 54 銭 5 厘　
内 10 銭清水官左衛門様より貰う…有金〆 79 銭也、75 銭 5 厘不足　
壱人前 5 銭４厘ツ〃

小豆焼 15 日

明治 33 年
1 月 14 日

14 白梅 3 升 1 合 86 銭 8 厘、豆腐 5 丁 9 銭、木 5 本代 20 銭
計 1 円 15 銭 8 厘　30 銭道路修繕費下ル　14 銭 32 年度残金　
壱人前 5 銭１厘　外に壱人割 6 厘

小豆焼 15 日

明治 34 年
（1901）

15 酒 3 升 90 銭、紙 5 枚 1 銭 5 厘、肴料 14 銭、木 6 本代 18 銭　計 1 円
23 銭 5 厘　壱人前 7 銭 8 厘宛

明治 35 年
1 月 14 日

16 白梅 3 升 91 銭 5 厘、蒟蒻 21 枚 7 銭、豆腐 5 丁 10 銭、木 4 本代 12
銭　計 1 円 20 銭 5 厘　壱人前 7 銭 5 厘 5 毛の所 8 銭宛集

明治 36 年
1 月 14 日

16 酒 3 升 1 円 2 銭、とうふ 5 丁 10 銭、蒟蒻 21 枚 7 銭、木 6 本代 18 銭
4 口〆 1 円 37 銭　壱人前 8 銭 6 厘

明治 37 年
1 月 14 日

不明 酒代 93 銭、とうふ 10 銭、こんにゃく 10 銭、木 5 本代 15 銭　〆 1 円
28 銭　（一部欠、壱人割不明）

明治 38 年 不明 不明（頭部分欠）
明治 39 年 不明 不明（頭部分欠）
明治 40 年
1 月 14 日

16 道祖神会費割　白梅 3 升 1 円 17 銭、豆腐蒟蒻 20 銭　計 1 円 37 銭
一人前 8 銭 6 厘

明治 41 年
1 月 14 日

15 白梅 3 升 1 円 14 銭、豆腐 5 丁蒟蒻 16 枚 20 銭 5 厘　清水蕃規門□雑
費 18 銭 5 厘　計 1 円 53 銭　壱人前 10 銭 2 厘宛

明治 42 年 不明 不明（頭部分欠） 小豆焼 15 日
明治 43 年 14 古白梅 3 升 1 円 20 銭、肴料 20 銭　壱人前 10 銭宛 小豆焼 15 日
明治 44 年
（1911）

16 古白梅 1 円 17 銭、肴料 22 銭 5 厘　壱人前 8 銭 7 厘

明治 45 年
1 月 14 日

15 御酒 3 升４合１円 42 銭 8 厘、肴及雑費 82 銭 2 厘　計 2 円 25 銭
壱人前 15 銭宛

小豆焼 15 日

大正 2 年
1 月 14 日

15 酒 3 升 1 円 41 銭、豆腐 5 丁 15 銭、こんにゃく 10 銭　計 1 円 66 銭
一人割 11 銭宛　但 1 銭不足

大正 3 年
1 月 14 日

15 酒 3 升 1 円 45 銭 7 厘、豆腐 5 丁 15 銭、こんにゃく 12 銭　計 1 円 77
銭 7 厘　一人割 11 銭　12 銭 7 厘の不足

小豆焼 15 日

大正 4 年
1 月 14 日

13 道祖人用木代 15 銭　新白梅 1 円 1 銭 5 厘、豆腐 5 丁 12 銭 5 厘、コン
ニャク 10 銭　計 1 円 53 銭（1 円 38 銭を訂正）　壱人割 12 銭、

経費記載漏れあるか
小豆焼 15 日
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大正 5 年
1 月 14 日

14 新若緑 3 升 1 円 14 銭、豆腐 5 丁 12 銭 5 厘、蒟蒻 5 枚 10 銭　計 1 円
36 銭 5 厘　壱人前 10 銭 5 厘宛

大正 6 年
1 月 14 日

14 酒 3 升 1 円 20 銭、豆腐 5 丁 15 銭、蒟蒻 5 枚 10 銭、木代 12 銭　計
1 円 57 銭　一人ニ付 12 銭　金 11 銭過

小豆焼 15 日

大正 7 年 14 道祖神御酒代割　白梅 3 升 2 合 1 円 66 銭 4 厘、豆腐 5 丁・こんにゃ
く 6 枚 32 銭 6 厘、木代 20 銭　計 2 円 10 銭 9 厘　壱人割 16 銭 8 厘
宛　取立 17 銭

小豆焼 15 日　
小豆焼掛 5 名
立合人 2 名

大正 8 年 14 左義長當番　白梅 3 升 3 合 2 円 31 銭、木代 10 銭、豆腐 5 丁 25 銭、
蒟蒻 6 枚 20 銭　計 2 円 86 銭　壱人前 20 銭 5 厘ゾ〃

大正 9 年 13 白梅 3 升 2 合 3 円 36 銭、豆腐 5 丁 40 銭、コンニャク 6 枚 30 銭、木
7 本 49 銭　計 4 円 55 銭　一人割 35 銭宛

小豆焼 15 日

大正 10 年
（1921）

15 酒 3 升 2 円 10 銭、豆腐 5 丁・コンニャク 6 枚 66 銭、木代 50 銭（清
水元治へ 50 銭で払下）　計 2 円 76 銭　一人割 18 銭

小豆焼 15 日

大正 11 年 15 古白梅 3 升 2 合 3 円 20 銭、兎 2 羽 80 銭、木代 60 銭（清水桂次払下）
　計 4 円　壱人前 27 銭ゾツ

小豆焼 15 日

大正 12 年 15 酒 3 升 2 円 70 銭、豆腐 5 丁 90 銭、木代 10 銭　計 3 円 70 銭　
壱人割 27 銭（差引金 35 銭餘）

小豆焼 15 日

大正 13 年 16 上酒 3 升 3 円 60 銭、豆腐 5 丁 35 銭、竹は 25 銭、木代 10 銭　
計 4 円 30 銭　一人 27 銭宛

小豆焼 15 日

大正 14 年 16 上酒 2 升 5 合 2 円 62 銭 5 厘、肴代 1 円 50 銭、木代 20 銭　〆 4 円 32
銭 5 厘　一人割 27 銭宛

小豆焼 15 日

大正 15 年
1 月 14 日

15 （記載なし） 小豆焼 15 日

昭和 2 年 15 上酒 3 升 3 円 15 銭、豆腐 5 丁 35 銭、コンニャク 5 枚 21 銭、鯨カン
１個 24 銭、木代 10 銭、〆 4 円５銭　一人割 27 銭宛

小豆焼 15 日

昭和 3 年
1 月 14 日

16 上酒 3 升 3 円、豆腐 5 丁 35 銭、コンニャク 6 枚 21 銭、鯨カン１ケ 22 銭、
木代 10 銭、計 3 円 88 銭　一人前 25 銭　12 銭過

小豆焼 15 日

昭和 4 年
1 月 14 日

17 上酒 3 升 3 円、豆腐 5 丁 35 銭、コンニャク 6 枚 21 銭、木代 50 銭、
鮭カン１ツ 27 銭　計 4 円 33 銭　6 円 12 銭　1 円 79 銭残金　
一人前 36 銭宛　

小豆焼 15 日

昭和 5 年
1 月 14 日

17 上酒 3 升 2 合伊藤寅治氏寄贈、6 丁 42 銭、6 枚 24 銭、鮭缶 23 銭、木
代 50 銭　計 1 円 39 銭　一人 10 銭徴収　残金 31 銭

小豆焼 15 日

昭和 6 年
（1931）

16 酒 3 升 2 円 40 銭、肴代 75 銭（豆腐 7 丁、コンニャク 8、サケ缶１）、
木代 40 銭　計 3 円 55 銭　一人 10 銭徴収

昭和 7 年
1 月 14 日

16 酒 3 升 2 円 40 銭、肴代 78 銭、木代 30 銭　計 3 円 48 銭
会費一人 22 銭宛　4 銭過

昭和 8 年
1 月 14 日

16 酒 3 升 2 円 85 銭、肴代 99 銭、木代 39 銭　計 4 円 24 銭
道路人夫賃ニテ割之無候

昭和 9 年
1 月 14 日

17 御神酒 3 升 2 円 70 銭、肴代 1 円 5 銭、木代 30 銭　計 4 円 5 銭
道路人夫ニテ組割ナシ

小 豆 焼 も 14 日 に
実施

昭和 10 年 17 酒 3 升 2 円 70 銭、肴 97 銭、木代 30 銭　計 3 円 97 銭　壱名 20 銭割 小豆焼 14 日
昭和 11 年 17 神酒 3 升 2 円 85 銭、肴代 1 円 10 銭、木代 30 銭　計 4 円 25 銭

会費一人 25 銭宛
小豆焼 14 日

昭和 12 年 17 神酒 3 升 3 円、肴代 1 円 11 銭、木代 30 銭　計 4 円 41 銭
会費一人割 26 銭

小豆焼 14 日

昭和 13 年 18 神酒 3 升 3円30 銭、肴代 2円64 銭、木代 30 銭　27 銭付加　計 6円24 銭 小豆焼 14 日
昭和 14 年 17 酒 3 升 3 円 90 銭、肴代 1 円 48 銭、木代 30 銭　計 5 円 68 銭

会費一人 30 銭宛
小豆焼 15 日
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昭和 15 年 17 金３円 40 銭　会費一名 21 銭宛
昭和 16 年
（1941）

18 金 10 円 80 銭　会費一名 60 銭宛

昭和 17 年 18 金 14 円 40 銭　一名 80 銭宛 小豆焼 15 日
昭和 18 年 18 清酒 2 升 4 円 8 銭、肴代 3 円 14 銭、木代 80 銭、計 8 円 2 銭

金 18 円也　会費一名 1 円宛
昭和 19 年 18 清酒 2 升 6 円 40 銭、肴代 3 円 83 銭、豆腐 10 丁 1 円 20 銭、木代 1

円　計 12 円 43 銭　金 18 円　会費一名 1 円宛
昭和 20 年 18 木代 1 円 50 銭

大東亜戦争下第四年目トナリ決戦段階ニ突入ス　益々苛烈ノ度ヲ加エ
ツヽ有ル今日前線将士ノ御苦労ヲ偲ビ御神酒ヲ御遠慮申候

「小豆焼掛」7 名の
記載あり

昭和 21 年 21 清酒 2 升 16 円、豆腐 3 円、木代 3 円　計 22 円　一名 1 円宛 小豆焼掛７名
昭和 22 年 22 清酒 3 升 4 合 102 円、肴代 10 円、木代 10 円　計 122 円　

一名 5 円 35 銭也
小豆焼 15 日
小豆焼掛 9 名

昭和 23 年 22 清酒 2 升 860 円、木代 20 円　計 880 円　会費 40 円宛 小豆焼 15 日
小豆焼掛 9 名

昭和 24 年 23 清酒 2 升 800 円、肴代（竹輪 10 本 165 円、豆腐 6 丁 120 円）、木代
40 円　計 1125 円　会費 50 円

小豆焼 15 日
小豆焼掛 9 名

昭和 25 年 23 清酒 3 升 1290 円、肴代（竹輪 10 本）170 円、豆腐 7 丁 140 円、木代
100 円　計 1700 円　会費 55 円

小豆焼 15 日
小豆焼掛 9 名余

昭和 26 年
（1951）

23 清酒 3 升 900 円、肴代（竹輪 10 本）130 円、豆腐 14 丁 140 円　
計 1170 円　会費一人 50 円

小豆焼 15 日
小豆焼係 8 名

昭和 27 年 23 酒 2 升 812 円、肴代（竹〇 10 本、豆腐 10 丁）240 円、計 1052 円
会費一人 50 円

小豆焼係 6 名

昭和 28 年 16 酒 1 升 420 円、肴代（竹輪 10 本、豆腐 10 丁、生いか 500 メ）
346 円　計 766 円　会費一人 50 円

小豆焼 15 日
小豆焼係 11 名

昭和 29 年 23 酒 5 升 1800 円、肴代（トーフ 10 丁、竹〇 10 本、生いか 800 匁）
430 円　菓子 100 匁 60 円、飴玉 550 匁 300 円　会費一人 50 円

昭和 30 年 22 肴代（豆腐 10 丁、竹輪 10 本、サンマ 22 本）323 円、菓子 100 目 60 円、
ミカン 2 貫 300 目 300 円

会費記載なし

昭和 31 年 22 肴代（豆腐 12 丁、竹輪 10 本、生サンマ 720 匁）438 円、菓子 100 匁
60 円、みかん 2 貫 600 匁 728 円、御神酒１升 370 円、木代 50 円　
計 1646 円

会費記載なし

昭和 32 年 22 肴代（豆フ 12 丁、竹輪 10 本、生秋刀魚 500 匁）430 円、菓子 100 匁
55 円、ミカン 500 匁 90 円、御神酒 4 升 1480 円、木代 100 円
計 2155 円

会費記載なし

昭和 33 年 22 肴代（トウフ 6 丁、竹輪 10 本、秋刀魚 960 匁）520 円、菓子 200 匁 145 円、
ミカン 2 貫 500 匁 625 円、御神酒 2 升 730 円、木代 100 円
計 2120 円

会費記載なし
小豆焼係 3 名

昭和 34 年 20 肴代（サンマ 760 匁、竹ワ 10 本、トーフ 6 丁）455 円、ミカン 2 貫
700 匁 668 円、菓子 200 匁 140 円、御神酒 5 升 1850 円、
木代 100 円　計 3213 円

会費記載なし
小豆焼係（1）名

昭和 35 年 21 （サンマ 22 本、竹輪 10 本、豆腐 6 丁）510 円、みかん 10 キロ 600 円、
菓子 150 円、御神酒 3 升 1110 円、道祖神木代 100 円、計 2470 円

会費記載なし
小豆焼係 3 名

昭和 36 年
（1961）

21 （会計の記載なし） 小豆焼 15 日
小豆焼係 4 名
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